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済
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提
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と
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政
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第
四
章
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と
含
意

は

じ

め

に

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
日
本
経
済
は
「
失
わ
れ
た
一
〇
年
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
長
期
不
況
に
陥
っ
た
。
こ
の
長
期
不
況
を
克
服
す

る
に
は
ど
の
よ
う
な
政
策
が
と
ら
れ
る
べ
き
か
、
経
済
学
者
や
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
か
ら
様
々
な
政
策
提
言
が
な
さ
れ
、
激
し
い
論
争
が
交
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わ
さ
れ
た
。
そ
こ
で
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
今
次
の
不
況
の
原
因
が
供
給
面
（
日
本
経
済
の
生
産
性
の
低
下
）
に
あ
る
の
か
、
需
要
面

（
需
要
不
足
）
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
一
年
四
月
に
総
理
大
臣
に
就
任
し
た
小
泉
純
一
郎
は
、「
構
造
改
革
な
く
し
て
景
気
回
復
な
し
」
と
し
て
供
給
面
の
改
革
に

取
り
組
ん
だ
。「
こ
の

年
間
、
財
政
出
動
と
金
融
緩
和
を
目
い
っ
ぱ
い
打
っ
て
き
た
が
、
景
気
は
回
復
し
な
い
。（
国
債
の
追
加
発
行

１０

で
）
借
金
し
て
需
要
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
」
と
い
う
認
識
か
ら
、
財
政
再
建
、
規
制
改
革
、
不
良
債
権
処
理
の

加
速
化
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
針
に
対
し
、
不
況
の
原
因
が
需
要
不
足
に
あ
る
と
考
え
る
論
者
か
ら
は
、
デ
フ
レ
下
で
の
財

政
緊
縮
や
不
良
債
権
処
理
の
加
速
化
は
、
景
気
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
小
泉
も
、「
米
百
俵
」
の

故
事
を
用
い
る
な
ど
、
改
革
に
は
「
痛
み
」
が
伴
う
こ
と
を
認
め
て
い
た
。「
骨
太
の
方
針
二
〇
〇
一
」
に
も
、「
今
後
２
～
３
年
を
日

本
経
済
の
集
中
調
整
期
間
と
位
置
付
け
、
短
期
的
に
は
低
い
経
済
成
長
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
中
長

期
的
に
見
て
民
需
主
導
の
経
済
成
長
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
、
短
期
的
に
景
気
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
も
厭
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

果
た
し
て
景
気
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
二
年
一
月
に
景
気
は
底
入
れ
し
、
以
後
、
景
気
は
緩
や
か
に
回

復
し
て
い
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
金
融
シ
ス
テ
ム
不
安
を
主
因
と
し
て
株
価
は
下
落
し
続
け
た
。
け
れ
ど
も
、
〇
三
年
五
月
に
り
そ
な

銀
行
へ
の
公
的
資
金
注
入
が
決
定
さ
れ
て
以
降
、
株
価
は
上
昇
に
転
じ
、
景
気
の
回
復
は
明
瞭
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
小
泉
は
〇
六
年

一
月
の
施
政
方
針
演
説
で
、「
改
革
を
具
体
化
し
よ
う
と
す
る
と
、
逆
に
、
成
長
な
く
し
て
改
革
は
で
き
な
い
、
不
良
債
権
処
理
を
進
め

れ
ば
経
済
が
悪
化
す
る
、
財
政
出
動
な
く
し
て
景
気
は
回
復
し
な
い
と
い
う
批
判
が
噴
出
し
ま
し
た
」、「
こ
の
よ
う
な
批
判
が
相
次
ぐ

中
、
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
改
革
の
方
針
を
貫
い
て
き
た
結
果
、
日
本
経
済
は
、
不
良
債
権
の
処
理
目
標
を
達
成
し
、
政
府
の
財
政
出
動
に

頼
る
こ
と
な
く
、
民
間
主
導
の
景
気
回
復
の
道
を
歩
ん
で
い
ま
す
」
と
「
改
革
の
成
果
」
を
誇
示
し
た
。

そ
れ
で
は
、
供
給
面
を
重
視
し
需
要
面
を
軽
視
す
る
経
済
政
策
提
言
が
「
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
」
実
施
に
移
さ
れ
た
こ
と
で
、
景
気
が

（
１
）

（
２
）
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回
復
し
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
、
小
泉
政
権
に
お
け
る
財
政
政
策
と
不
良
債
権

処
理
加
速
策
の
政
策
過
程
お
よ
び
政
策
内
容
を
検
討
す
る
。

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
章
で
は
、
小
泉
政
権
で
実
施
に
移
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
供
給
面
を
重
視
す
る

経
済
政
策
提
言
の
内
容
を
提
示
す
る
。
次
に
第
二
章
で
は
、
小
泉
政
権
の
財
政
政
策
に
つ
い
て
論
じ
る
。
具
体
的
に
は
、
小
泉
は
景
気

対
策
と
し
て
の
財
政
出
動
を
否
定
し
て
い
た
も
の
の
、
二
〇
〇
一
年
度
と
〇
二
年
度
に
は
、
そ
の
方
針
を
貫
徹
で
き
ず
、
補
正
予
算
の

編
成
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
か
ら
第
三
章
で
は
、
不
良
債
権
処
理
加
速
策
に
つ
い
て
論
じ
る
。
具
体
的
に
は
、
不
良
債

権
の
抜
本
処
理
が
政
策
提
言
で
想
定
さ
れ
て
い
た
の
と
は
異
な
る
経
路
を
た
ど
っ
て
実
現
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
不
良
債
権
処
理
加
速
策

を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
需
要
面
に
一
定
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
第
四
章
で
は
、
本
稿
の
議

論
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
社
会
科
学
者
の
政
策
提
言
が
は
ら
む
問
題
点
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

第
一
章

供
給
面
の
改
革
を
求
め
る
政
策
提
言

近
年
の
マ
ク
ロ
経
済
学
で
は
、
長
期
的
な
成
長
率
は
供
給
側
の
要
因
で
決
ま
る
と
い
う
考
え
方
が
標
準
的
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で

一
九
九
〇
年
代
以
降
の
日
本
の
長
期
不
況
の
原
因
に
つ
い
て
も
、
供
給
要
因
を
重
視
し
た
説
明
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
供
給
要

因
に
着
目
し
た
最
も
著
名
な
論
文
で
は
、
九
〇
年
代
に
お
け
る
日
本
経
済
の
長
期
低
迷
は
、
技
術
進
歩
を
示
す
「
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ

Ｆ
Ｐ
）」
の
成
長
率
が
低
下
し
た
こ
と
と
、
八
七
年
の
労
働
基
準
法
改
定
に
よ
り
、
八
八
～
九
三
年
の
間
に
週
当
た
り
労
働
時
間
が
、
四

四
時
間
か
ら
四
〇
時
間
へ
と
減
少
し
た
こ
と
か
ら
説
明
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
一
九
九
〇
年
代
に
Ｔ
Ｆ
Ｐ
上
昇
率
が
減
速
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
考
え
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
理
由
を
挙
げ
て
お
く
。

第
一
に
、
長
期
に
わ
た
っ
て
衰
退
産
業
や
非
効
率
な
産
業
を
温
存
す
る
保
護
主
義
的
な
経
済
政
策
が
と
ら
れ
続
け
た
た
め
、
日
本
経

（
３
）

（
４
）

（
５
）
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済
全
体
の
生
産
性
上
昇
率
が
低
下
し
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
自
民
党
は
政
権
を
維
持
す
る
た
め
に
、
伝
統
的
な
支
持
基
盤
で
あ
る
自
営

業
や
農
業
、
建
設
業
と
い
っ
た
低
生
産
性
部
門
に
対
し
て
、
公
共
事
業
支
出
や
補
助
金
、
政
府
系
金
融
機
関
の
融
資
を
通
じ
て
資
金
を

供
給
し
た
。
ま
た
大
規
模
小
売
店
舗
法
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
競
争
制
限
的
な
経
済
規
制
を
実
施
し
、
非
効
率
な
衰
退
部
門
を
保
護
し

て
き
た
。
こ
の
た
め
生
産
性
の
低
い
産
業
部
門
が
肥
大
化
し
、
日
本
経
済
全
体
の
生
産
性
を
低
下
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
見

解
が
正
し
け
れ
ば
、
景
気
回
復
策
と
し
て
、
低
生
産
性
部
門
の
保
護
を
目
的
と
し
た
財
政
支
出
の
削
減
（
公
共
事
業
費
や
農
業
へ
の
補

助
金
な
ど
の
削
減
）、
公
的
金
融
の
規
模
縮
小
（
特
殊
法
人
改
革
、
政
府
系
金
融
機
関
改
革
、
郵
政
事
業
民
営
化
）、
競
争
制
限
的
な
経

済
規
制
の
撤
廃
（
公
営
事
業
の
民
営
化
、
医
療
・
農
業
な
ど
へ
の
参
入
規
制
の
撤
廃
）
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
日
本
の
硬
直
的
な
労
働
雇
用
慣
行
の
た
め
、
生
産
性
の
低
い
部
門
か
ら
高
い
部
門
へ
と
労
働
力
が
円
滑
に
移
転
し
な
か
っ

た
結
果
、
日
本
経
済
全
体
と
し
て
生
産
性
が
低
下
し
た
と
い
う
見
方
が
あ
る
。
こ
の
見
解
が
正
し
け
れ
ば
、
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
、

す
な
わ
ち
労
働
の
流
動
性
を
高
め
る
た
め
、
正
社
員
の
解
雇
を
容
易
に
す
る
こ
と
や
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
派
遣
労
働
・
請
負
労
働
と

い
っ
た
雇
用
形
態
の
多
様
化
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
三
に
、
不
良
債
権
問
題
に
着
目
す
る
見
解
が
あ
る
。
銀
行
は
不
良
債
権
処
理
を
先
送
り
す
る
た
め
、
債
務
の
返
済
が
困
難
と
な
り
、

再
建
の
見
込
み
も
低
い
企
業
に
対
し
て
、
資
金
繰
り
支
援
（
い
わ
ゆ
る
「
追
い
貸
し
」）
を
行
い
、
そ
う
し
た
企
業
向
け
債
権
を
正
常
債

権
扱
い
に
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
本
来
な
ら
ば
市
場
か
ら
退
出
す
べ
き
生
産
性
の
低
い
企
業
が
存
続
し
、
そ
う
し
た
企
業
に
替
わ
っ

て
生
産
性
の
高
い
企
業
が
新
規
参
入
す
る
と
い
う
新
陳
代
謝
機
能
が
低
下
し
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
経
済
全
体
の
生
産
性
が
低
下
し
て

い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
が
正
し
け
れ
ば
、
不
良
債
権
の
抜
本
処
理
に
よ
り
生
産
性
の
低
い
企
業
を
市
場
か
ら
退
出
さ
せ
る

と
と
も
に
、
開
業
を
支
援
し
、
参
入
障
壁
を
な
く
す
政
策
が
求
め
ら
れ
る
。

な
お
不
良
債
権
問
題
に
つ
い
て
は
、
金
融
仲
介
機
能
の
低
下
を
重
視
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
金
融
機
関
の
「
貸
し
渋
り
」
に

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（阪大法学）５９（３・４-270）732〔２００９．１１〕



よ
っ
て
企
業
に
資
金
が
供
給
さ
れ
な
く
な
る
た
め
、
経
済
全
体
と
し
て
設
備
投
資
が
低
迷
し
、
需
要
不
足
に
陥
る
と
い
う
も
の
で
、
こ

の
見
解
か
ら
も
、
不
良
債
権
の
抜
本
処
理
が
景
気
回
復
策
と
し
て
導
か
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
供
給
面
の
改
革
を
求
め
る
政
策
提
言
か
ら
は
、
規
制
改
革
、
財
政
構
造
改
革
、
不
良
債
権
処
理
の
加
速
化
が
導
か
れ
る
。

小
泉
は
政
権
発
足
直
後
の
所
信
表
明
演
説
で
、
こ
う
し
た
政
策
に
取
り
組
む
こ
と
を
宣
言
し
た
。
そ
し
て
実
際
に
、
こ
う
し
た
政
策
を

か
な
り
の
程
度
、
実
行
し
た
。

第
一
に
、
小
泉
内
閣
は
、
積
極
的
に
規
制
改
革
に
取
り
組
ん
だ
。
代
表
的
な
事
例
を
挙
げ
て
い
く
と
、
二
〇
〇
二
年
に
は
タ
ク
シ
ー

会
社
の
新
規
参
入
や
台
車
数
に
関
す
る
規
制
を
緩
和
し
た
（
競
争
制
限
規
制
の
廃
止
）。
〇
三
年
に
は
構
造
改
革
特
別
区
域
制
度
を
導

入
し
た
ほ
か
、
資
本
金
一
円
で
も
会
社
設
立
を
可
能
と
し
た
（
開
業
支
援
）。
〇
四
年
に
は
労
働
者
派
遣
法
の
改
正
に
よ
り
製
造
業
へ
の

派
遣
を
解
禁
し
、
派
遣
期
間
も
最
大
一
年
か
ら
最
大
三
年
へ
と
延
長
し
た
（
労
働
市
場
の
柔
軟
化
）。
〇
五
年
に
は
郵
政
民
営
化
法
案
を

成
立
さ
せ
た
。
〇
六
年
に
は
政
府
系
金
融
機
関
の
一
部
を
民
営
化
・
廃
止
し
、
残
り
は
統
合
す
る
こ
と
に
し
、
融
資
残
高
を
半
減
す
る

こ
と
を
決
め
た
（
公
的
金
融
の
規
模
縮
小
）。

第
二
に
、
小
泉
政
権
は
財
政
再
建
に
取
り
組
ん
だ
。
特
に
公
共
事
業
費
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
二
年
度
予
算
で
は
前
年
度
比
一
〇
％

減
、
そ
れ
以
降
も
前
年
度
比
三
％
以
上
の
削
減
を
続
け
た
。
こ
の
結
果
、
公
共
事
業
費
は
九
兆
四
〇
〇
〇
億
円
（
〇
一
年
度
予
算
）
か

ら
七
兆
二
〇
〇
〇
億
円
（
〇
六
年
度
予
算
）
に
削
減
さ
れ
た
。

第
三
に
、
不
良
債
権
問
題
が
解
決
さ
れ
た
。
二
〇
〇
二
年
九
月
の
内
閣
改
造
で
金
融
担
当
大
臣
を
兼
務
す
る
こ
と
に
な
っ
た
竹
中
平

蔵
経
済
財
政
政
策
担
当
大
臣
は
、「
金
融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
策
定
し
、
金
融
検
査
を
厳
格
化
し
て
、
自
己
資
本
不
足
に
陥
る
金
融
機

関
に
対
し
て
は
公
的
資
金
の
注
入
も
辞
さ
な
い
と
い
う
姿
勢
を
打
ち
出
し
た
。
実
際
に
〇
三
年
五
月
に
は
、
り
そ
な
銀
行
に
対
し
て
公

的
資
金
の
注
入
が
決
定
さ
れ
、
一
一
月
に
は
足
利
銀
行
が
一
時
国
有
化
さ
れ
た
。
〇
四
年
に
は
、
Ｕ
Ｆ
Ｊ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
が
三
菱

（
９
）
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東
京
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
グ
ル
ー
プ
（
Ｆ
Ｇ
）
と
の
合
併
に
追
い
込
ま
れ
た
。
竹
中
の
強
硬
姿
勢
を
受
け
、
大
手
行
は
大
規
模
な
増
資

を
行
っ
て
不
良
債
権
処
理
を
加
速
化
し
た
。
そ
の
結
果
、
〇
四
年
度
末
に
は
大
手
行
の
不
良
債
権
比
率
を
半
減
さ
せ
る
と
い
う
金
融
再

生
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
標
が
達
成
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
小
泉
政
権
は
、
供
給
面
を
重
視
し
た
経
済
政
策
提
言
に
沿
う
形
で
、
財
政
構
造
改
革
、
不
良
債
権
処
理
加
速
策
、
規
制

改
革
を
着
実
に
進
め
て
い
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
以
下
、
財
政
政
策
と
不
良
債
権
処
理
加
速
策
の
政
策
過
程
お
よ

び
政
策
内
容
の
検
討
を
行
い
、
小
泉
政
権
に
お
い
て
も
供
給
面
の
み
を
重
視
す
る
経
済
政
策
提
言
が
そ
の
ま
ま
実
行
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
く
、
需
要
面
に
も
配
慮
し
た
両
睨
み
の
経
済
政
策
が
と
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
政
策
提
言
が
想
定
し
て
い
た
の
と
は
異
な
る
経
路
で
景

気
が
回
復
に
向
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

第
二
章

財
政
政
策

小
泉
政
権
は
不
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
財
政
緊
縮
政
策
を
と
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
小
泉
政
権
に
お
い
て
も
景
気
が
悪

化
し
た
際
に
は
、
需
要
管
理
の
た
め
財
政
出
動
が
な
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
一
年
度
と
〇
二
年
度
に
は
景
気
対
策
の
た
め
補
正
予
算
が

編
成
さ
れ
、
小
泉
の
公
約
で
あ
っ
た
〇
二
年
度
の
国
債
新
規
発
行
三
〇
兆
円
枠
は
守
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
〇
三
年
か
ら
は
企
業
の
研

究
開
発
費
・
情
報
技
術
投
資
向
け
を
中
心
と
し
た
、
約
一
兆
八
〇
〇
〇
億
円
の
減
税
も
実
施
さ
れ
た
。
そ
れ
以
後
も
三
〇
兆
円
枠
は
実

現
さ
れ
ず
、
景
気
が
回
復
し
た
後
の
〇
六
年
度
予
算
で
、
よ
う
や
く
三
〇
兆
円
枠
は
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
小
泉
政
権

の
時
期
に
国
債
発
行
残
高
は
大
幅
な
伸
び
を
見
せ
て
い
る
。

以
下
、
二
〇
〇
一
年
度
と
〇
二
年
度
の
補
正
予
算
編
成
過
程
を
簡
単
に
見
る
こ
と
で
、
小
泉
は
財
政
緊
縮
に
固
執
し
た
も
の
の
、
景

気
の
悪
化
に
よ
り
需
要
管
理
の
た
め
の
補
正
予
算
編
成
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

（

）
１２

（阪大法学）５９（３・４-272）734〔２００９．１１〕



第
一
節

二
〇
〇
一
年
度
補
正
予
算
編
成

小
泉
政
権
が
発
足
し
た
二
〇
〇
一
年
四
月
以
降
、
景
気
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
け
れ
ど
も
小
泉
は
、
〇
二
年
度
予
算
で
は
国

債
新
規
発
行
額
を
三
〇
兆
円
以
下
に
抑
制
す
る
と
い
う
公
約
を
実
現
す
る
た
め
、
緊
縮
予
算
を
組
む
。
八
月
一
〇
日
に
は
、
公
共
投
資

関
係
費
と
一
般
政
策
経
費
を
前
年
度
比
一
〇
％
減
と
す
る
こ
と
で
五
兆
円
の
支
出
を
削
減
し
、「
構
造
改
革
特
別
要
求
」
枠
と
し
て
重

点
分
野
で
二
兆
円
を
増
や
す
と
し
た
概
算
要
求
基
準
を
閣
議
決
定
し
た
。

さ
ら
に
小
泉
は
、
二
〇
〇
一
年
度
の
国
債
発
行
額
も
三
〇
兆
円
以
下
に
抑
え
る
方
針
を
示
し
た
。
〇
一
年
度
当
初
予
算
で
は
国
債
発

行
額
は
二
八
兆
三
一
八
〇
億
円
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
三
〇
兆
円
枠
を
守
る
な
ら
、
補
正
予
算
を
編
成
す
る
に
し
て
も
国
費
投
入
額

（
い
わ
ゆ
る
「
真
水
」
部
分
）
は
、
一
兆
七
〇
〇
〇
億
円
弱
に
し
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
景
気
対
策
を
求
め
る
与
党
か
ら
は
、
三
〇
兆

円
枠
に
「
こ
だ
わ
ら
な
く
て
い
い
」
と
い
う
声
が
強
ま
っ
て
い
た
。
一
方
、
財
務
省
は
財
政
健
全
化
の
観
点
か
ら
、
景
気
対
策
の
た
め

の
補
正
予
算
の
編
成
に
は
強
く
反
対
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
竹
中
平
蔵
経
済
財
政
政
策
担
当
相
は
、「
問
題
は
不
良
債
権
な
ど
経
済
の
サ
プ
ラ
イ
サ
イ
ド
で
あ
り
、
一
時
的
な
需
要

不
足
で
は
な
」
く
、
公
共
事
業
の
拡
大
と
い
っ
た
「
従
来
の
よ
う
な
経
済
対
策
を
続
け
る
こ
と
は
、
財
政
赤
字
を
悪
化
さ
せ
る
だ
け
で

あ
」
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、「
極
端
な
金
庫
番
的
発
想
で
財
政
健
全
化
を
急
げ
ば
、
経
済
全
体
を
失
速
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
」
と
も
考
え
て
い
た
。
竹
中
は
、「
財
政
健
全
化
の
姿
勢
を
崩
さ
な
い
ま
ま
で
、
し
か
し
リ
ス
ク
回
避
の
た
め
に
適
切
な
規
模
の

補
正
予
算
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
て
」
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
債
三
〇
兆
円
枠
に
つ
い
て
は
、「
目
指
す
と
こ
ろ
は

兆
円

３０

だ
が
、
今
年
度
は

～

兆
円
が
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
だ
と
思
う
」
と
柔
軟
な
発
言
を
し
て
い
た
。
し
か
し
小
泉
は
、「

兆
円
は
決
し
て
緊

３０

３３

３０

縮
で
は
な
い
」
と
あ
く
ま
で
三
〇
兆
円
枠
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
。
九
月
上
旬
に
は
竹
中
を
首
相
官
邸
に
呼
ん
で
、「（
三
十
兆
円
枠
は
）

守
る
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
余
計
な
こ
と
を
言
う
な
」
と
強
い
調
子
で
命
じ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

（
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け
れ
ど
も
、
景
気
の
悪
化
と
株
価
の
下
落
は
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
竹
中
は
一
〇
月
三
日
に
、「
経
済
が
悪
化
し
税
収
が
伸
び
な
い
た
め
、

こ
の
ま
ま
で
は
〝
来
年
度
〟
国
債
発
行
を
三
〇
兆
円
に
抑
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
」
と
し
て
、
適
切
な
規
模
の
補
正
予
算
が
必
要
と

い
う
考
え
を
小
泉
に
伝
え
た
。
そ
こ
で
補
正
予
算
編
成
の
協
議
が
始
ま
り
、
竹
中
は
真
水
で
二
～
三
兆
円
規
模
の
補
正
予
算
が
必
要
と

主
張
し
た
。
だ
が
、
三
〇
兆
円
枠
に
固
執
す
る
塩
川
正
十
郎
財
務
相
は
一
歩
も
譲
ら
ず
、
結
局
、
一
兆
円
の
補
正
予
算
が
編
成
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

一
〇
月
一
六
日
に
は
、
実
質
一
・
七
％
成
長
を
見
込
ん
で
い
た
政
府
の
経
済
見
通
し
を
マ
イ
ナ
ス
一
％
程
度
に
下
方
修
正
す
る
方
針

が
示
さ
れ
た
。
与
党
幹
部
か
ら
は
、
マ
イ
ナ
ス
成
長
は
避
け
る
べ
き
だ
と
の
声
が
出
た
も
の
の
、
小
泉
は
、「
構
造
改
革
に
あ
た
っ
て
多

少
の
マ
イ
ナ
ス
成
長
は
甘
受
し
な
け
れ
ば
」、「
何
が
何
で
も
プ
ラ
ス
に
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
と
、
国
債
を
増
発
し
て
い
い
の
か
」
と
、

財
政
健
全
化
を
優
先
す
る
考
え
を
改
め
て
強
調
し
た
。
小
泉
の
頑
な
な
姿
勢
に
よ
っ
て
財
政
出
動
を
阻
ま
れ
た
竹
中
は
、「
奇
手
」
を
打

ち
出
す
。
一
〇
月
二
一
日
に
は
、「（
通
貨
の
呼
称
単
位
を
変
更
す
る
）
デ
ノ
ミ
は
経
済
的
に
気
分
一
新
の
効
果
が
あ
る
」
と
述
べ
た
。

さ
ら
に
二
三
日
に
は
、
二
〇
〇
二
年
度
予
算
で
の
財
源
確
保
を
睨
み
、「
個
人
的
に
は
転
換
国
債
が
あ
っ
て
も
い
い
と
思
う
」
と
発
言
し

た
。
転
換
国
債
と
は
、
購
入
者
が
後
に
民
営
化
企
業
な
ど
の
株
式
に
転
換
す
る
権
利
を
持
て
る
よ
う
に
し
た
国
債
の
こ
と
で
、
竹
中
は
、

投
資
家
が
将
来
、
国
が
保
有
す
る
Ｎ
Ｔ
Ｔ
株
に
転
換
で
き
る
国
債
を
発
行
す
る
と
い
う
案
を
示
し
た
。
新
型
国
債
と
位
置
付
け
れ
ば
国

債
三
〇
兆
円
枠
と
の
別
枠
扱
い
も
可
能
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
だ
が
Ｎ
Ｔ
Ｔ
株
は
、
金
融
安
定
化
の
た
め
の
公
的
資
金
枠
で
発
行
す
る

国
債
の
償
還
財
源
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
売
却
収
入
は
す
で
に
「
先
取
り
」
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
保
守
党
の
野
田
毅
党
首
か
ら
、

「
竹
中
氏
は
良
い
知
恵
は
な
い
か
と
、
の
た
う
ち
回
っ
て
い
る
。
無
理
を
承
知
で
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
経
済
政
策
の
王
道
を
歩
む
べ

き
だ
」
と
手
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
平
沼
赳
夫
経
済
産
業
相
が
、「
五
兆
円
程
度
の
補
正
予
算
を
組
む
必
要
が
あ
る
」
と
主
張
す
る
な
ど
、
閣
内
か
ら
も
大

（
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規
模
な
景
気
対
策
を
求
め
る
声
が
上
が
り
始
め
た
。
竹
中
も
、
二
次
補
正
が
必
要
と
の
考
え
を
示
唆
し
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
民
間

議
員
も
、「
民
間
議
員
の
４
人
で
は
、
今
す
ぐ

兆
円
の
枠
を
は
ず
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
で
一
致
し
て
い
る
。
今
後
問
題
提
起
し
て
い

３０

き
た
い
」（
あ
る
民
間
議
員
）、「
や
る
な
ら
５
兆
円
規
模
」（
奥
田
碩
ト
ヨ
タ
会
長
）
と
述
べ
て
い
た
。

け
れ
ど
も
小
泉
は
、「
五
十
兆
円
そ
こ
そ
こ
の
税
収
し
か
な
い
の
に
、
三
十
兆
円
も
国
債
発
行
し
て
緊
縮
路
線
と
い
う
発
想
が
間
違

い
」
と
明
言
し
て
い
た
。「
マ
ク
ロ
経
済
学
者
と
し
て
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
デ
フ
レ
ス
パ
イ
ラ
ル
を
回
避
す
る
た
め
に
二
次
補
正
予
算

の
編
成
が
必
要
だ
」
と
進
言
す
る
民
間
議
員
に
は
、「
学
者
の
言
う
こ
と
が
こ
れ
ま
で
当
た
っ
た
た
め
し
が
あ
る
の
か
」
と
言
い
返
し
て

い
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
一
月
一
八
日
に
山
崎
拓
幹
事
長
と
加
藤
紘
一
元
幹
事
長
の
進
言
を
受
け
た
こ
と
も
あ
り
、
翌
一
九
日
に
小
泉
は
、
二

次
補
正
予
算
の
編
成
を
つ
い
に
決
断
し
た
。

そ
れ
で
も
小
泉
は
、
三
〇
兆
円
枠
を
維
持
す
る
こ
と
に
固
執
し
て
い
た
。
そ
こ
で
財
務
省
は
、
国
債
の
追
加
発
行
を
避
け
る
代
わ
り

に
「
隠
れ
借
金
」
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
か
ら
、
国
債
の
償
還
・
利
払
い
に
充
て
る
の
が
原
則
で
あ
る
、

過
去
の
Ｎ
Ｔ
Ｔ
株
の
売
却
収
入
分
を
活
用
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
二
次
補
正
の
規
模
は
、
活
用
可
能
な
売
却
収
入
額
か
ら
計
算

さ
れ
、
国
費
投
入
額
（
真
水
）
で
二
兆
五
〇
〇
〇
億
円
と
さ
れ
た
。

一
方
で
、
一
二
月
二
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
二
〇
〇
二
年
度
予
算
案
は
、
総
額
八
一
兆
二
三
〇
〇
億
円
（
前
年
度
当
初
比
一
・
七

％
減
）、
う
ち
政
策
的
経
費
の
一
般
歳
出
は
四
七
兆
五
四
七
二
億
円
（
同
二
・
三
％
減
）
と
、
不
況
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
緊
縮
」
予

算
で
あ
り
、
小
泉
は
「
改
革
断
行
予
算
」
と
名
付
け
た
。
こ
の
〇
二
年
度
当
初
予
算
で
も
、
約
一
兆
五
〇
〇
〇
億
円
の
「
隠
れ
借
金
」

を
活
用
す
る
こ
と
で
、
国
債
発
行
額
は
三
〇
兆
円
に
抑
え
ら
れ
た
。
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第
二
節

二
〇
〇
二
年
度
補
正
予
算
編
成

二
〇
〇
二
年
九
月
三
〇
日
の
内
閣
改
造
で
竹
中
は
金
融
担
当
大
臣
兼
任
と
な
る
。
竹
中
は
短
期
的
に
は
景
気
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
不
良
債
権
処
理
を
進
め
る
に
は
、
国
債
三
〇
兆
円
枠
の
突
破
も
や
む
を
得
な
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
で
「
政
策
強
化
」
と
い
う

造
語
を
用
い
る
こ
と
で
小
泉
の
面
子
は
守
り
つ
つ
、
事
実
上
の
政
策
転
換
を
図
ろ
う
と
考
え
た
。

こ
れ
ま
で
三
〇
兆
円
枠
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
塩
川
も
、
一
〇
月
四
日
に
は
、「
補
正
予
算
は
今
は
考
え
て
な
い
。（
三
十
兆
円
枠
と
い

う
）
大
方
針
は
変
え
な
い
。
し
か
し
経
済
は
生
き
物
。
不
良
債
権
処
理
（
の
加
速
）
で
ど
う
い
う
事
態
に
な
る
か
分
か
ら
な
い
」
と
、

三
〇
兆
円
突
破
を
容
認
す
る
か
の
よ
う
な
発
言
を
行
う
。
通
常
な
ら
財
政
出
動
に
抵
抗
す
る
は
ず
の
財
務
省
か
ら
も
、「
不
良
債
権
処

理
へ
の
金
融
庁
の
具
体
策
次
第
で
は
、
財
政
上
の
手
当
て
が
必
要
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」（
財
務
省
幹
部
）
と
い
う
声
が
上
が
っ
て
い

た
。だ

が
、
こ
こ
で
も
財
政
出
動
に
最
も
抵
抗
し
た
の
が
小
泉
で
あ
っ
た
。
一
〇
月
四
日
に
は
、「（
不
況
時
の
財
政
出
動
が
）
も
う
、
く

せ
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
よ
ね
。
国
債
を
発
行
し
て
公
共
事
業
を
や
ろ
う
と
い
う
の
は
古
い
」
と
述
べ
た
。
七
日
に
は
竹
中
が
、「
政
策
を

総
動
員
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
」
と
説
得
を
試
み
た
も
の
の
、
そ
の
直
後
の
諮
問
会
議
で
小
泉
は
、「
今
年
度
は

兆
円
守
り
ま
す
よ
」

３０

と
明
言
し
た
。

与
党
か
ら
は
、
補
正
予
算
編
成
を
求
め
る
声
が
日
増
し
に
高
ま
っ
て
い
た
。
八
日
に
竹
中
は
福
田
康
夫
官
房
長
官
、
麻
生
太
郎
政
調

会
長
と
会
談
し
、
補
正
予
算
の
検
討
を
急
ぐ
こ
と
で
一
致
し
た
。
し
か
し
竹
中
は
、「
補
正
の
財
源
が
な
あ
…
…
。
首
相
は
固
い
」、「
抵

抗
勢
力
に
押
し
切
ら
れ
る
形
で
の
補
正
は
絶
対
認
め
な
い
ん
だ
」
と
頭
を
抱
え
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
小
泉
は
、
八
日
に
武
藤
敏
郎
財
務
次
官
ら
か
ら
、
税
収
が
大
幅
に
落
ち
込
む
た
め
三
〇
兆
円
枠
の
維
持
が
困
難
で
あ
る
こ

と
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
小
泉
は
三
〇
兆
円
枠
に
つ
い
て
「
税
収
を
み
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
」
と
、
一
一
月
中
旬
に
ま
と

（

）
２９

（

）
３０

（

）
３１

（

）
３２

（阪大法学）５９（３・４-276）738〔２００９．１１〕



め
ら
れ
る
財
務
省
の
税
収
見
積
も
り
を
見
て
か
ら
判
断
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
税
収
不
足
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
点
で
、
そ
れ
を
理
由

に
し
て
補
正
予
算
を
編
成
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
「
抵
抗
勢
力
」
に
妥
協
し
て
国
債
三
〇
兆
円
枠
を
放
棄
し
た
わ

け
で
は
な
い
と
言
い
張
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

一
一
月
に
は
、
最
終
的
に
二
兆
円
程
度
の
税
収
不
足
に
陥
る
こ
と
が
判
明
し
、
国
債
の
追
加
発
行
に
よ
る
補
正
予
算
の
編
成
は
避
け

ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
小
泉
は
一
二
日
に
竹
中
と
福
田
に
、「
補
正
は
、
デ
フ
レ
克
服
予
算
に
し
て
く
れ
。
こ
れ
は
財
務

省
に
も
言
っ
て
あ
る
」
と
公
共
投
資
の
積
み
増
し
を
許
容
し
た
。
一
四
日
に
は
補
正
予
算
編
成
を
迫
る
麻
生
に
「
わ
か
っ
た
」
と
あ
っ

さ
り
答
え
、「
ど
ん
な
補
正
に
す
れ
ば
い
い
か
」
と
尋
ね
た
。
麻
生
は
、「
地
方
中
核
都
市
の
再
生
」
と
紙
に
書
き
、「
総
合
デ
フ
レ
対

策
に
あ
る
『
都
市
再
生
』
の
考
え
方
を
広
げ
れ
ば
い
い
。
そ
う
で
な
い
と
、
青
木
（
幹
雄
参
院
幹
事
長
）
さ
ん
も
Ｏ
Ｋ
し
ま
せ
ん
よ
」

と
答
え
た
。
小
泉
は
う
な
ず
き
、
党
に
具
体
策
作
り
を
委
ね
た
。

政
府
と
与
党
は
補
正
予
算
案
の
協
議
に
入
っ
た
。
与
党
側
は
、
公
共
投
資
に
三
兆
円
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
整
備
に
二
兆
円
を
要

求
し
た
。
し
か
し
塩
川
は
、「
と
に
か
く

兆
円
な
ん
や
！
」
と
国
債
の
追
加
発
行
を
五
兆
円
程
度
に
と
ど
め
る
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
。

３５

麻
生
は
、「

兆
円
も

兆
円
も
変
わ
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
、
公
共
投
資
の
さ
ら
な
る
増
額
を
求
め
た
も
の
の
、
塩
川
は
最
後
ま
で

３５

３６

折
れ
な
か
っ
た
。
結
局
、
都
市
開
発
投
資
の
促
進
、
都
市
や
地
方
の
再
生
に
向
け
た
基
盤
整
備
、
循
環
型
社
会
や
環
境
問
題
に
対
応
し

た
社
会
資
本
整
備
な
ど
、
構
造
改
革
に
矛
盾
し
な
い
と
さ
れ
る
分
野
に
重
点
を
置
い
た
公
共
投
資
に
一
・
五
兆
円
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ー

ネ
ッ
ト
整
備
に
一
・
五
兆
円
を
そ
れ
ぞ
れ
充
て
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
義
務
的
経
費
の
増
加
や
税
収
不
足
の
穴
埋
め

が
必
要
だ
が
、
歳
出
を
最
大
限
節
約
す
る
こ
と
で
国
債
の
追
加
発
行
額
は
五
兆
円
程
度
に
抑
え
る
こ
と
に
し
た
。

公
共
投
資
を
増
額
す
る
景
気
刺
激
型
の
補
正
予
算
の
編
成
は
、
明
ら
か
に
「
政
策
転
換
」
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
小
泉
は
、

け
っ
し
て
「
政
策
転
換
」
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。「
政
策
強
化
だ
。
ど
う
し
て
政
策
転
換
と
い
う
の
か
。
改
革
路
線
の
転
換
は

（

）
３３

（

）
３４

（

）
３５
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あ
り
え
な
い
」、「
税
収
欠
陥
へ
の
対
応
、
デ
フ
レ
に
伴
う
総
合
対
応
策
の
手
当
て
、
構
造
改
革
路
線
の
強
化
と
い
う
観
点
か
ら
補
正
予

算
編
成
を
指
示
し
た
。
経
済
は
生
き
物
で
し
ょ
。
政
策
転
換
な
ん
か
ま
っ
た
く
し
て
い
な
い
」、「
改
革
路
線
ま
っ
し
ぐ
ら
だ
。
ど
こ
を

見
て
政
策
転
換
と
い
う
の
か
、
あ
き
れ
て
い
る
」
と
言
い
張
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
都
市
再
生
策
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
た
、
羽
田
空
港
の
再
拡
張
や
環
状
道
路
の
整
備
、
電
線
地
中
化
な
ど
は
、
公
共

事
業
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
補
正
予
算
案
の
審
議
の
際
に
は
野
党
か
ら
、
法
務
省
が
計
上
し
た
構
造
改
革
推
進
型
公
共
投
資
の

環
境
問
題
等
緊
急
対
策
費
（
二
九
八
億
円
）
の
全
額
が
、
刑
務
所
の
新
築
や
増
築
費
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
塩
川
も
、

「
こ
の
種
の
事
業
は
地
元
の
建
設
業
界
に
活
力
を
与
え
る
」、「（
公
共
事
業
の
配
分
は
）
治
安
対
策
、
地
域
の
環
境
改
善
と
か
、
い
ろ
ん

な
名
目
を
つ
け
て
や
っ
て
い
る
」
と
、
構
造
改
革
推
進
型
公
共
投
資
の
中
に
従
来
型
の
公
共
投
資
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。

第
三
節

輸
出
主
導
の
景
気
回
復

こ
の
よ
う
に
小
泉
は
国
債
三
〇
兆
円
枠
に
固
執
し
た
も
の
の
、
結
局
は
景
気
対
策
の
た
め
の
財
政
出
動
に
追
い
込
ま
れ
、
二
〇
〇
二

年
度
に
は
三
〇
兆
円
枠
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
景
気
は
〇
二
年
一
月
に
は
底
入
れ
し
て
お
り
、
こ
れ
以
降
、

緩
や
か
に
回
復
に
向
か
っ
て
い
た
。
〇
三
年
夏
以
降
、
株
価
も
上
昇
に
転
じ
、
景
気
回
復
が
明
瞭
に
な
る
。
こ
の
た
め
〇
三
年
以
降
、

景
気
対
策
の
た
め
の
補
正
予
算
編
成
を
求
め
る
声
は
小
さ
く
な
り
、
以
後
、
財
政
出
動
は
封
印
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
二
〇
〇
二
年
以
降
、
な
ぜ
景
気
は
回
復
に
向
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
中
国
を
は
じ
め
と
し
た
海
外
需
要
の
増
大
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
。
小
峰
隆
夫
は
、
総
需
要
成
長
率
を
内
需
寄
与
度
と
輸
出
寄
与
度
に
分
解
し
、
〇
二
年
度
以
降
の
景
気
上
昇
局
面
で
は

輸
出
の
寄
与
度
が
大
き
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
表
一
参
照
）。
ま
た
貞
廣
彰
は
、
輸
出
先
と
し
て
中
国
向
け
が
急
速
に
伸
び
て
い
る
こ

（

）
３６

（

）
３７

（

）
３８

（

）
３９

（

）
４０
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表１ 総需要への内需と輸出の寄与度（％）

輸出寄与度内需寄与度総需要成長率年度

０.４２.９３.３１９９５

０.６２.７３.４１９９６

０.８▲１.１▲０.３１９９７

▲０.３▲１.４▲１.７１９９８

０.５０.５１.０１９９９

０.９２.５３.４２０００

▲０.８▲０.２▲１.０２００１

１.１０.３１.４２００２

１.０１.３２.４２００３

１.３１.１２.３２００４

１.１２.４３.５２００５

（出典）小峰隆夫『日本経済の新局面』中央公論社（２００６年）、１１９頁。

表２ 日本の地域別輸出の動向（％）

構 成 比伸び率（年率）

２０００-２００４年 ２００４年２０００年１９９０年

１００１００１００４.３全世界

２２.４２９.７３１.５－２.８米国

１５.５１６.３１８.７３.０EU

２４.７２３.９１９.７５.１アジアNIEs

１２.９１４.３１１.５１.７ASEAN

１３.１６.３２.１２５.０中国

１１.４９.４１６.５９.６その他

（出典）貞廣彰『戦後日本のマクロ経済分析』東洋経済新報社（２００５年）、２７頁。



と
を
示
し
て
い
る
（
表
二
参
照
）。
つ
ま
り
日
本
の
景
気
回
復
は
、
国
内
で
適
切
な
政
策
が
と
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
中
国
を
は
じ
め

と
す
る
海
外
需
要
の
増
大
と
い
う
幸
運
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
解
釈
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
中
国
特
需
が
な
く
不
況
が
続

い
て
い
た
な
ら
ば
、
小
泉
政
権
は
〇
三
年
度
以
降
も
、
景
気
対
策
の
補
正
予
算
編
成
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

要
す
る
に
、
小
泉
政
権
は
二
〇
〇
一
、
〇
二
年
度
と
も
、
当
初
の
方
針
を
貫
徹
で
き
ず
に
財
政
出
動
に
追
い
込
ま
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、

海
外
需
要
の
増
大
と
い
う
幸
運
に
よ
っ
て
景
気
が
回
復
し
た
た
め
、
〇
三
年
度
以
降
、
さ
ら
な
る
財
政
出
動
に
追
い
込
ま
れ
ず
に
済
ん

だ
と
い
う
の
が
実
態
な
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
小
泉
政
権
の
自
助
努
力
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
二
〇
〇
三
年
夏
以
降
の
株
価
回
復
は
、
小
泉
政
権
が
不
良
債
権

処
理
加
速
策
を
実
施
し
、
金
融
シ
ス
テ
ム
不
安
が
解
消
さ
れ
た
こ
と
を
主
因
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
間
違
い
な
く
小
泉
政
権
の
成
果
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
不
良
債
権
処
理
も
当
初
の
想
定
通
り
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

第
三
章

不
良
債
権
処
理
加
速
策

第
一
節

政
策
過
程

小
泉
政
権
が
発
足
し
た
二
〇
〇
一
年
当
時
、
金
融
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
木
村
剛
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
代
表
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

に
た
び
た
び
登
場
し
、
金
融
シ
ス
テ
ム
不
安
の
元
凶
は
「
大
手
三
〇
社
問
題
」
だ
と
指
摘
し
て
い
た
。
大
手
銀
行
の
大
口
取
引
先
で
、

経
営
不
振
に
陥
り
株
価
も
低
迷
し
て
い
た
一
部
ゼ
ネ
コ
ン
、
大
手
流
通
業
、
不
動
産
会
社
な
ど
は
、
銀
行
の
自
己
査
定
で
は
「
正
常
先
」

も
し
く
は
「
要
注
意
先
」
債
権
に
分
類
さ
れ
、
不
良
債
権
と
扱
わ
れ
て
お
ら
ず
、
貸
倒
引
当
金
が
ほ
と
ん
ど
積
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
、
こ
う
し
た
企
業
が
破
綻
す
る
と
大
手
銀
行
の
自
己
資
本
が
不
足
し
、
金
融
危
機
に
陥
る
と
見
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
大
手
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銀
行
に
公
的
資
金
を
注
入
し
、
過
剰
債
務
企
業
に
対
し
て
十
分
な
引
当
金
を
積
ま
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
、
木
村
の
主
張
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
柳
沢
伯
夫
金
融
担
当
大
臣
は
、
金
融
当
局
の
検
査
は
厳
格
で
、
公
的
資
金
の
投
入
は
必
要
な
い
と
主
張
し
続
け
た
た
め
、
金

融
シ
ス
テ
ム
不
安
は
収
ま
ら
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
小
泉
は
、「
金
融
庁
の
説
明
で
は
国
民
に
は
分
か
ら
な
い
」
と
、
柳
沢
に
不
良
債
権
処
理
で
成
果
を
出
す
よ
う
迫
っ
た
。

一
二
月
に
青
木
建
設
が
経
営
破
綻
し
た
際
に
は
、「
構
造
改
革
が
順
調
に
進
ん
で
い
る
と
い
う
表
れ
で
は
な
い
か
」
と
評
し
、
不
良
債
権

の
抜
本
処
理
を
推
進
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
失
業
率
が
最
悪
と
な
り
株
価
も
下
落
を
続
け
、「
三
月
危
機
」
が
危
惧
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
方
針
を
転
換
し
た
。
金
融
危
機
を
回
避
す
る
た
め
金
融
庁
と
経
済
産
業
省
が
、
過
剰
債
務
企
業
の
代
表
格
で

あ
っ
た
ダ
イ
エ
ー
の
再
建
計
画
作
り
を
後
押
し
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
二
年
一
月
以
降
、
小
泉
と
福
田
は
毎
日
、
ダ

イ
エ
ー
の
破
綻
回
避
を
目
指
す
経
済
産
業
省
か
ら
、
再
建
策
作
り
の
進
行
状
況
の
報
告
を
受
け
て
い
た
。
一
月
一
八
日
に
主
力
取
引
行

に
よ
る
金
融
支
援
策
が
ま
と
ま
る
と
、
小
泉
は
、「
ダ
イ
エ
ー
の
破
た
ん
は
小
さ
い
影
響
で
は
済
ま
な
い
。（
破
た
ん
さ
せ
な
い
と
い
う
）

強
い
内
閣
の
意
欲
を
感
じ
と
っ
た
か
ら
こ
そ
手
当
て
が
進
ん
だ
」
と
手
放
し
で
再
建
計
画
を
評
価
し
た
。

し
か
し
、
ダ
イ
エ
ー
へ
の
金
融
支
援
策
は
問
題
の
先
送
り
と
見
ら
れ
、
株
価
は
低
迷
、
金
融
シ
ス
テ
ム
不
安
は
一
向
に
収
ま
ら
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
小
泉
も
、
つ
い
に
覚
悟
を
決
め
た
。
二
〇
〇
二
年
九
月
の
内
閣
改
造
で
柳
沢
を
更
迭
し
、
閣
内
で
金
融
検
査
の
厳
格

化
を
主
張
し
て
い
た
竹
中
に
金
融
担
当
大
臣
を
兼
務
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
竹
中
は
、「
金
融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（「
竹
中
プ

ラ
ン
」）
を
策
定
し
て
、
大
手
行
へ
の
検
査
を
厳
格
化
し
、
必
要
で
あ
れ
ば
公
的
資
金
の
注
入
も
辞
さ
な
い
方
針
を
打
ち
出
し
た
。

こ
れ
に
強
い
危
機
感
を
抱
い
た
大
手
行
は
、
国
有
化
を
回
避
す
る
た
め
、
大
規
模
な
増
資
に
着
手
し
た
。
財
務
力
に
自
信
が
あ
り
、

市
場
の
評
価
も
高
か
っ
た
三
菱
東
京
Ｆ
Ｇ
は
、
普
通
株
で
の
公
募
増
資
を
実
施
し
た
。
三
井
住
友
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
は
、
傘

下
の
三
井
住
友
銀
行
と
わ
か
し
お
銀
行
を
合
併
さ
せ
、
存
続
会
社
を
わ
か
し
お
銀
行
と
す
る
「
奇
手
」
を
用
い
て
、
帳
簿
の
上
で
約
二
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兆
円
の
合
併
差
益
を
確
保
し
、
有
価
証
券
含
み
損
の
一
掃
を
図
っ
た
。
ま
た
資
本
対
策
と
し
て
、
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
を
引
き

受
け
先
と
す
る
一
五
〇
三
億
円
の
増
資
を
含
め
、
国
内
外
の
機
関
投
資
家
を
対
象
に
、
総
額
五
〇
〇
〇
億
円
規
模
の
優
先
株
を
発
行
し

た
。
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
が
引
き
受
け
た
優
先
株
の
利
回
り
は
二
五
年
間
固
定
の
年
間
四
・
五
％
と
い
う
高
利
で
あ
っ
た
た
め
、

三
井
住
友
は
「
足
元
を
見
ら
れ
た
」
と
評
さ
れ
た
。
Ｕ
Ｆ
Ｊ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
は
、
不
良
債
権
処
理
専
門
の
子
会
社
を
新
設
し
、
Ｕ

Ｆ
Ｊ
銀
行
が
保
有
す
る
中
堅
・
中
小
企
業
の
問
題
債
権
を
そ
の
子
会
社
に
移
し
た
。
そ
し
て
そ
の
子
会
社
に
は
、
メ
リ
ル
リ
ン
チ
が
優

先
株
で
一
二
〇
〇
億
円
相
当
の
出
資
を
し
た
。
し
か
し
Ｕ
Ｆ
Ｊ
は
、
大
口
の
過
剰
債
務
企
業
の
処
理
を
進
め
ず
、
ま
た
増
資
も
、
本
体

に
は
行
わ
な
い
と
い
う
中
途
半
端
な
も
の
だ
っ
た
た
め
に
、
後
に
存
続
の
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
（
Ｆ
Ｇ
）
に
は
、
厳
格
な
査
定
を
行
う
検
査
官
と
し
て
名
を
轟
か
せ
て
い
た
目
黒
謙
一

が
検
査
に
入
っ
て
お
り
、
国
有
化
の
標
的
の
最
有
力
と
見
ら
れ
て
い
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
二
〇
〇
二
年
一
一
月
半
ば
に
は
、
み
ず
ほ
の

財
務
担
当
役
員
が
経
営
陣
に
対
し
て
、「
公
的
資
金
の
注
入
を
申
請
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
」
と
報
告
し
て
い
る
。
竹
中
プ
ラ
ン
通
り
に

不
良
債
権
処
理
を
進
め
る
と
二
兆
円
の
損
失
を
計
上
す
る
こ
と
が
必
要
で
、
一
兆
円
近
い
資
本
不
足
に
陥
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
か

ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
力
で
民
間
か
ら
資
本
を
調
達
す
る
た
め
、
水
面
下
で
打
診
し
た
外
資
系
金
融
機
関
か
ら
は
「
驚
く
ほ
ど
高
い

配
当
レ
ー
ト
」
を
提
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
み
ず
ほ
Ｆ
Ｇ
は
、
大
企
業
か
ら
中
小
企
業
ま
で
、
広
く
融
資
先
企
業
に
頼
み
込
ん
で
、
優
先

株
を
引
き
受
け
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
国
内
企
業
の
増
資
と
し
て
は
過
去
最
大
規
模
の
一
兆
円
増
資
を
行
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
増
資
計
画
は
、銀
行
の「
優
越
的
地
位
の
濫
用
」に
あ
た
る
と
か
、「
銀
行
員
に
よ
る
投
資
勧
誘
は
証
券
取
引
法
違
反
す
れ
す
れ
」

と
い
っ
た
批
判
を
浴
び
、
非
常
に
評
判
が
悪
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
最
終
的
に
、
約
三
四
〇
〇
社
を
対
象
と
す
る
、
一
兆
八
三
〇
億
三
〇

〇
〇
万
円
に
上
る
増
資
が
実
現
さ
れ
た
。
み
ず
ほ
Ｆ
Ｇ
は
、
こ
の
一
兆
円
増
資
を
元
手
に
、
二
〇
〇
三
年
三
月
期
決
算
で
は
二
兆
円
の

不
良
債
権
処
理
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
会
計
ル
ー
ル
上
は
可
能
だ
っ
た
八
〇
〇
〇
億
円
分
の
繰
り
延
べ
税
金
資
産
の
新
規
計
上
を
見
送
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り
、
持
ち
株
会
社
が
抱
え
る
子
会
社
銀
行
株
式
の
減
損
処
理
も
実
施
し
て
含
み
損
を
一
掃
し
た
。

こ
う
し
た
大
手
銀
行
の
な
り
ふ
り
構
わ
ぬ
自
力
増
資
は
、
竹
中
や
木
村
た
ち
に
と
っ
て
は
想
定
外
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は

そ
も
そ
も
、
三
菱
東
京
は
と
も
か
く
、
他
の
大
手
行
が
自
力
で
市
場
か
ら
増
資
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
た
と
え
ば
み
ず
ほ
な
ど
は
、
行
内
の
財
務
担
当
役
員
で
す
ら
、
公
的
資
金
の
注
入
し
か
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
金
融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
策
定
し
た
時
点
で
竹
中
ら
は
、
あ
く
ま
で
大
手
行
へ
公
的
資
金
を
再
注
入
し
て
経
営
陣
を
刷
新
す
る
こ

と
で
不
良
債
権
の
抜
本
処
理
を
進
め
よ
う
と
考
え
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。

国
有
化
を
恐
れ
る
大
手
行
の
な
り
ふ
り
構
わ
ぬ
増
資
に
よ
っ
て
、
当
座
は
公
的
資
金
注
入
の
必
要
性
が
遠
の
い
た
た
め
、
竹
中
の
強

硬
路
線
は
手
詰
ま
り
状
態
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
株
安
が
、
竹
中
の
立
場
を
苦
し
い
も
の
に
し
た
。
竹
中
や
木

村
が
、
大
手
企
業
も
例
外
な
く
不
良
債
権
処
理
の
対
象
と
し
、
問
題
企
業
に
は
退
出
し
て
も
ら
う
と
い
っ
た
発
言
を
繰
り
返
し
た
た
め
、

ま
た
大
手
行
の
大
規
模
増
資
に
よ
り
銀
行
株
が
下
落
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
株
価
は
下
落
の
一
途
と
な
り
、
竹
中
へ
の
批
判
が
高
ま
っ

た
。
焦
っ
た
竹
中
は
、
な
り
ふ
り
構
わ
ず
株
価
を
上
げ
よ
う
と
す
る
。

二
〇
〇
三
年
二
月
に
は
、
株
価
指
数
連
動
型
上
場
投
資
信
託
（
Ｅ
Ｔ
Ｆ
）
の
購
入
を
閣
僚
に
呼
び
か
け
、
さ
ら
に
記
者
に
も
Ｅ
Ｔ
Ｆ

に
つ
い
て
、「
買
い
ま
す
。
絶
対
も
う
か
り
ま
す
」
と
発
言
し
て
し
ま
う
。
野
党
は
、「
根
拠
が
あ
る
な
ら
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
だ
し
、
根
拠

も
な
く
言
っ
た
の
で
あ
れ
ば
『
風
説
の
流
布
』
だ
」
と
し
て
、
証
券
取
引
法
違
反
に
当
た
る
と
追
及
、
与
党
か
ら
も
、「
立
場
を
考
え

れ
ば
あ
ま
り
に
軽
い
発
言
」
と
い
っ
た
批
判
が
相
次
ぎ
、
竹
中
は
弁
明
と
謝
罪
を
強
い
ら
れ
た
。

五
月
八
日
の
経
済
財
政
諮
問
会
議
で
は
、
民
間
議
員
が
株
式
市
場
活
性
化
策
を
提
言
す
る
。
民
間
議
員
の
提
案
は
、
通
常
、
竹
中
が

中
心
と
な
っ
て
作
成
し
て
お
り
、
そ
の
筆
頭
に
は
、
郵
貯
・
簡
保
や
年
金
資
金
に
よ
る
積
極
的
な
株
式
運
用
と
い
う
、
株
価
Ｐ
Ｋ
Ｏ

（
プ
ラ
イ
ス
・
キ
ー
ピ
ン
グ
・
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
ま
が
い
の
内
容
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
さ
す
が
に
こ
れ
に
は
、
平
沼
経
産
相
や
片
山
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虎
之
助
総
務
相
か
ら
異
論
が
出
た
。
民
間
議
員
は
、「
運
用
比
率
を
中
長
期
的
に
見
直
し
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
買
い
支
え
を

求
め
る
『
Ｐ
Ｋ
Ｏ
』
と
は
異
な
る
」
と
説
明
し
た
も
の
の
、
内
閣
府
幹
部
で
さ
え
、「
十
分
に
違
い
を
説
明
で
き
る
と
は
思
え
な
い
」

と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
竹
中
は
、
一
一
日
に
は
テ
レ
ビ
番
組
に
出
演
し
、「
民
間
銀
行
は
資
産
の
４
％
～
５
％
を
株
式
で
運
用
し
て
い

る
の
に
、
郵
貯
は
１
％
し
か
な
い
」
と
、
郵
貯
の
株
式
運
用
拡
大
を
求
め
る
よ
う
な
発
言
を
行
っ
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
に
自
民
党

政
権
が
抜
本
的
な
構
造
改
革
を
先
送
り
す
る
か
わ
り
に
、
一
時
し
の
ぎ
の
株
価
対
策
と
し
て
行
っ
た
、
悪
名
高
い
郵
貯
Ｐ
Ｋ
Ｏ
ま
で
持

ち
出
し
た
こ
と
か
ら
も
、
竹
中
の
株
安
へ
の
強
い
焦
り
が
見
て
と
れ
る
。

一
方
で
竹
中
は
、
こ
う
し
た
局
面
を
打
開
す
る
た
め
、
別
の
手
段
で
公
的
資
金
の
注
入
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
監
査
法
人
を

使
っ
て
で
あ
る
。

「
金
融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
作
成
し
た
「
竹
中
チ
ー
ム
」
の
一
員
で
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
会
長
の
奥
山
章
雄
は
、
二
〇
〇
三
年

二
月
二
四
日
付
で
「
主
要
行
の
監
査
に
対
す
る
監
査
人
の
厳
正
な
対
応
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
「
会
長
通
牒
」
を
出
し
た
。
会
長
通
牒

の
発
布
は
、
極
め
て
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
長
通
牒
で
は
、
繰
り
延
べ
税
金
資
産
に
つ
い
て
、
個
々
の
銀
行
の
業
績
予
想
や

置
か
れ
て
い
る
経
営
環
境
な
ど
を
考
慮
し
て
、
合
理
的
な
算
入
期
間
を
見
積
も
る
よ
う
要
請
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
従
来
よ
り
も
厳
し

く
判
断
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
会
長
通
牒
に
従
う
な
ら
ば
、
三
期
連
続
で
赤
字
決
算
の
り
そ
な
銀
行
に
、

上
限
で
あ
る
五
年
間
分
の
繰
り
延
べ
税
金
資
産
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
。
こ
の
会
長
通
牒
を
受
け
監
査
法
人
は
、
り
そ
な
の
繰

り
延
べ
税
金
資
産
を
三
年
分
し
か
認
め
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
り
そ
な
銀
行
の
自
己
資
本
比
率
は
二
・
三
％
、
り
そ
な
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス
（
Ｈ
Ｄ
）
は
三
・
八
％
と
、
国
内
業
務
を
行
う
基
準
の
四
％
を
割
る
こ
と
に
な
り
、
り
そ
な
は
公
的
資
金
の
注
入
を
申
請
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
。

五
月
一
七
日
に
金
融
危
機
対
応
会
議
が
開
か
れ
、
り
そ
な
銀
行
に
一
兆
九
六
〇
〇
億
円
の
公
的
資
金
を
注
入
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
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た
。
た
だ
、
繰
り
延
べ
税
金
資
産
が
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
り
そ
な
は
債
務
超
過
に
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
監
査
法
人

が
三
年
分
認
め
た
た
め
、
り
そ
な
は
債
務
超
過
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
預
金
保
険
法
一
〇
二
条
第
二
号
措
置
（
破
綻
処
理

に
伴
う
預
金
全
額
保
護
）
や
第
三
号
措
置
（
特
別
危
機
管
理
）
で
は
な
く
、
第
一
号
措
置
（
破
綻
状
態
に
な
い
金
融
機
関
に
資
本
増
強

を
行
い
、
健
全
性
の
回
復
を
図
る
も
の
）
が
適
用
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
減
資
は
な
さ
れ
ず
、
株
主
責
任
は
追
及
さ
れ
な
か
っ
た
。

り
そ
な
へ
の
公
的
資
金
注
入
以
降
、
株
価
は
上
昇
に
転
じ
、
七
月
八
日
に
は
一
時
、
一
万
円
台
を
回
復
、
八
月
一
八
日
に
は
終
値
で

一
万
円
台
を
回
復
し
た
。
七
大
銀
行
グ
ル
ー
プ
の
保
有
株
式
に
は
含
み
益
が
生
じ
、
破
綻
前
の
予
定
利
率
引
き
下
げ
を
可
能
に
す
る
保

険
業
法
改
正
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
る
ま
で
に
悪
化
し
て
い
た
生
命
保
険
会
社
の
財
務
体
質
も
、
好
転
に
向
か
っ
た
。
こ
れ
は
ア
メ
リ

カ
で
株
価
が
上
昇
し
、
懐
に
余
裕
が
で
き
た
外
国
の
機
関
投
資
家
が
、
割
安
な
日
本
株
の
購
入
に
向
か
っ
た
た
め
だ
と
さ
れ
る
。
も
っ

と
も
、
何
よ
り
大
き
か
っ
た
の
は
、
り
そ
な
を
特
別
支
援
と
し
、
株
主
責
任
を
問
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
竹
中
が
銀
行
に
「
意
外

と
や
さ
し
い
」
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
投
資
家
が
銀
行
株
を
中
心
に
関
連
企
業
の
株
式
を
買
い
、
銀
行
株
が
上
げ
相
場
の
牽
引
役
と

な
っ
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
り
そ
な
へ
の
公
的
資
金
注
入
直
後
か
ら
、
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
に
は
、「
次
に
実
質
国
有
化
さ
れ
そ
う
な
大
手

行
は
ど
こ
だ
」
と
い
う
問
い
合
わ
せ
が
殺
到
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
海
外
の
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
の
中
に
は
、
財
務
体
質
の
弱
い
日
本
の

地
方
銀
行
や
第
二
地
方
銀
行
の
リ
ス
ト
を
取
り
寄
せ
、
株
式
を
購
入
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。「
第
二
、
第
三
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
日
本
政

府
か
ら
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
思
惑
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
日
本
政
府
は
銀
行
株
主
を
守
る
と
見
ら
れ

た
た
め
に
、
銀
行
株
が
買
わ
れ
る
と
い
う
「
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
」
に
よ
っ
て
、
株
価
は
回
復
し
た
の
で
あ
る
。

株
価
が
回
復
し
た
こ
と
で
、
野
党
や
自
民
党
内
「
抵
抗
勢
力
」
の
「
経
済
失
政
」
批
判
は
勢
い
を
失
っ
た
。
こ
の
後
、
金
融
庁
は
検

査
局
の
主
導
に
よ
り
、
金
融
機
関
に
厳
格
な
検
査
を
行
っ
て
い
く
。
そ
の
影
響
に
よ
り
、
一
一
月
に
は
足
利
銀
行
が
、
監
査
法
人
に
繰

り
延
べ
税
金
資
産
を
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
ず
債
務
超
過
と
認
定
さ
れ
た
。
債
務
超
過
で
あ
っ
た
た
め
、
預
金
保
険
法
一
〇
二
条
第
三
号

（
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措
置
が
適
用
さ
れ
、
足
利
銀
行
の
株
式
は
国
が
〇
円
で
取
得
し
、
一
時
国
有
化
さ
れ
た
。
り
そ
な
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
は
株
主
責
任

が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
〇
〇
四
年
に
は
、
検
査
忌
避
問
題
を
起
こ
し
た
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
に
厳
格
な
検
査
が
な
さ
れ
、
Ｕ
Ｆ
Ｊ

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
は
三
菱
東
京
Ｆ
Ｇ
と
の
合
併
に
追
い
込
ま
れ
た
。
Ｕ
Ｆ
Ｊ
の
大
口
取
引
先
で
、
不
良
債
権
の
象
徴
で
あ
っ
た
ダ
イ

エ
ー
は
、
産
業
再
生
機
構
の
活
用
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
り
、
二
〇
〇
四
年
度
末
に
は
大
手
行
の
不
良
債
権

比
率
を
半
減
さ
せ
る
と
い
う
金
融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
標
は
達
成
さ
れ
、
金
融
シ
ス
テ
ム
不
安
は
解
消
さ
れ
た
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
過
程
か
ら
し
て
、
不
良
債
権
の
抜
本
処
理
は
、
竹
中
や
木
村
が
想
定
し
て
い
た
の
と
は
異
な
る
経
路
を
た
ど
っ

て
実
現
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
金
融
シ
ス
テ
ム
不
安
を
解
消
す
る
に
は
銀
行
の
資
本
不
足
を
解
消
す
る
た
め
、
巨
額
の
公

的
資
金
の
注
入
が
必
要
と
想
定
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
実
際
に
は
多
く
の
大
手
銀
行
は
自
力
で
増
資
を
行
い
、
不
良
債
権
を
処
理
し
た
。

当
時
、
み
ず
ほ
Ｆ
Ｇ
の
一
兆
円
増
資
は
「
優
越
的
地
位
の
濫
用
」
に
よ
る
「
最
低
の
増
資
」
と
非
難
さ
れ
た
も
の
の
、
今
で
は
（
Ｕ
Ｆ

Ｊ
と
は
対
照
的
に
）
大
規
模
増
資
に
踏
み
切
っ
た
経
営
陣
の
「
英
断
」
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
不
良
債
権
処
理
が
急
速
に
進

ん
だ
理
由
と
し
て
は
、
竹
中
が
大
手
銀
行
に
国
有
化
の
脅
し
を
か
け
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
不
良
債
権
処
理
を
先
送
り
し
て
い
た
大
手

銀
行
が
本
気
で
抜
本
処
理
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
加
え
て
、
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
需
要
の
増
大
に
よ
り
、
景
気
が
回
復
し
た
こ

と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
企
業
の
経
営
再
建
が
順
調
に
進
み
、
こ
れ
ま
で
不
良
債
権
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
債
権
が
正
常
先
債

権
に
格
上
げ
さ
れ
、
不
良
債
権
が
急
速
に
減
っ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
、
り
そ
な
Ｈ
Ｄ
へ
の
公
的
資
金
注
入
に
あ
た
り
、
金

融
庁
は
資
産
の
再
査
定
を
行
わ
ず
、
資
産
超
過
と
す
る
監
査
法
人
の
判
断
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
株
主
責
任
を
問
わ
な
か
っ
た
。
こ

の
た
め
、
構
造
改
革
が
進
ん
だ
か
ら
で
は
な
く
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
に
よ
っ
て
株
価
が
上
昇
し
、
金
融
危
機
回
避
に
つ
な
が
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
輸
出
主
導
の
景
気
回
復
も
、
株
価
上
昇
の
大
き
な
要
因
で
あ
る
。
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第
二
節

政
策
内
容

次
に
、
不
良
債
権
処
理
加
速
策
の
内
容
を
検
討
し
、
需
要
面
に
も
一
定
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
不
良
債

権
処
理
を
急
速
に
進
め
る
と
、
銀
行
の
貸
し
渋
り
や
企
業
の
経
営
破
綻
を
引
き
起
こ
し
、
短
期
的
に
は
景
気
を
悪
化
さ
せ
る
と
言
わ
れ

て
お
り
、
実
際
に
、
そ
う
し
た
副
作
用
も
見
ら
れ
た
。
そ
こ
で
先
述
し
た
通
り
、
補
正
予
算
に
よ
る
財
政
出
動
や
企
業
向
け
の
政
策
減

税
な
ど
、
政
策
が
「
総
動
員
」
さ
れ
た
の
だ
が
、「
金
融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
自
体
に
も
、
副
作
用
を
抑
え
る
方
策
が
含
ま
れ
て
い
た
。

「
金
融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
金
融
シ
ス
テ
ム
」
の
項
目
で
は
、
不
良
債
権
問
題
の
終
結
よ
り
も
先
に
「
中
小
企

業
貸
し
出
し
に
対
す
る
十
分
な
配
慮
」
が
掲
げ
ら
れ
た
。
具
体
策
と
し
て
は
、
第
一
に
、
中
小
企
業
の
資
金
需
要
に
応
え
る
新
銀
行
が

免
許
を
申
請
す
れ
ば
迅
速
に
認
可
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
中
小
企
業
支
援
の
た
め
の
金
融
上
の
仕
組
み
（
信
託
機
能
や
デ
ッ
ト
・
エ

ク
ィ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
等
の
活
用
な
ど
）
の
整
備
を
検
討
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
公
的
資
金
を
注
入
さ
れ
た
銀
行
が
中
小
企
業
向
け
貸

し
出
し
の
計
画
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
重
度
の
未
達
先
に
は
金
融
庁
が
原
則
と
し
て
業
務
改
善
命
令
を
出
す
こ
と
、
第
四
に
、

中
小
企
業
の
実
態
を
反
映
し
た
的
確
な
検
査
等
を
確
保
す
る
こ
と
、
第
五
に
、「
貸
し
渋
り
・
貸
し
は
が
し
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
を
創
設
し
、

問
題
が
あ
る
銀
行
に
対
し
て
は
行
政
処
分
を
行
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
「
総
合
デ
フ
レ
対
策
」
と
し
て
、
政
府
系
金
融
機

関
の
貸
し
出
し
拡
大
や
各
地
域
の
信
用
保
証
協
会
の
保
証
制
度
の
強
化
な
ど
、
中
小
企
業
へ
の
融
資
促
進
策
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

さ
ら
に
、「
金
融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
は
「
主
要
行
」
を
対
象
と
し
、
地
域
金
融
機
関
の
不
良
債
権
処
理
に
つ
い
て
は
、
当
面
の
間
、

不
問
に
付
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
三
年
三
月
に
公
表
さ
れ
た
地
域
金
融
機
関
の
機
能
強
化
に
向
け
た
行
動
計
画
で
は
、
不
良
債
権

処
理
の
数
値
目
標
を
課
さ
な
い
な
ど
、
地
域
金
融
機
関
に
は
「
甘
め
」
の
行
政
で
臨
む
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
大
手
行
と
中
小
金
融

機
関
と
で
は
、
二
重
基
準
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
し
て
竹
中
の
不
良
債
権
処
理
加
速
策
は
、
存
外
、
中
小
企
業
や
地
域
経
済
に
か
な
り
配
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
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え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
柳
沢
の
金
融
行
政
と
比
較
す
る
こ
と
で
明
確
と
な
る
。

ま
ず
、
公
的
資
金
注
入
行
に
課
さ
れ
た
中
小
企
業
向
け
貸
し
出
し
の
増
額
目
標
に
つ
い
て
、
竹
中
は
そ
の
実
現
を
強
硬
に
迫
っ
た
。

そ
も
そ
も
貸
し
出
し
目
標
の
設
定
は
、
中
小
企
業
を
支
持
基
盤
と
す
る
与
党
の
政
治
家
へ
の
配
慮
と
い
っ
た
側
面
が
強
く
、
金
融
庁
内

で
も
、「
ル
ー
ル
は
ル
ー
ル
。
だ
が
銀
行
に
金
利
引
き
上
げ
で
強
く
な
れ
と
言
い
な
が
ら
、
と
に
か
く
貸
し
出
し
を
増
や
せ
と
い
う
の
は

お
か
し
い
」（
金
融
庁
幹
部
）
と
い
う
声
が
上
が
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
柳
沢
が
大
臣
の
時
に
は
、
中
小
企
業
向
け
融
資
が
目
標
額
に
達

し
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
業
務
改
善
命
令
を
出
さ
ず
、
達
成
で
き
な
か
っ
た
理
由
が
意
図
的
で
悪
質
な
場
合
に
は
業
務
改
善
命
令

の
発
動
を
検
討
す
る
と
い
う
「
弱
腰
の
対
応
」
が
と
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
金
融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で
は
、
中
小
企
業
向
け
の

貸
し
出
し
計
画
に
関
し
て
、「
重
度
の
未
達
先
に
対
し
て
は
、
原
則
と
し
て
業
務
改
善
命
令
を
発
出
」
す
る
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
実
際

に
二
〇
〇
三
年
一
月
に
は
、
一
〇
〇
億
円
増
の
計
画
を
提
出
し
て
お
き
な
が
ら
五
兆
五
六
九
億
円
の
大
幅
減
と
な
っ
た
、
み
ず
ほ
Ｆ
Ｇ

に
対
し
て
、
金
融
庁
は
業
務
改
善
命
令
を
発
動
し
た
。
し
か
も
、
〇
三
年
三
月
の
決
算
期
末
で
は
な
く
、
〇
二
年
九
月
末
時
点
の
「
途

中
経
過
」
の
数
字
を
基
に
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
点
で
、
こ
れ
は
非
常
に
異
例
の
対
応
で
あ
っ
た
。

次
に
、
地
域
金
融
機
関
へ
の
対
応
に
関
し
て
で
あ
る
。
柳
沢
は
、
大
手
行
に
対
し
て
は
甘
い
対
応
を
と
っ
た
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
地
域
金
融
機
関
に
対
し
て
は
、
竹
中
よ
り
も
厳
格
な
対
応
を
と
っ
て
い
た
。
二
〇
〇
二
年
四
月
に
定
期
預
金
の
ペ
イ
オ
フ
凍

結
解
除
を
控
え
、
柳
沢
は
ペ
イ
オ
フ
解
禁
で
影
響
を
受
け
る
と
見
ら
れ
た
地
域
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
を
進
め
て
い
っ
た
。
〇
一
年
か

ら
〇
二
年
三
月
に
か
け
て
、
四
三
の
信
用
組
合
と
一
三
の
信
用
金
庫
、
二
つ
の
第
二
地
方
銀
行
が
破
綻
し
、
合
併
も
相
次
い
だ
。
こ
れ

に
対
し
て
竹
中
が
金
融
担
当
大
臣
の
時
に
は
、
柳
沢
が
多
く
の
問
題
金
融
機
関
を
処
理
し
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
の
だ
が
、「
二
重
基

準
」
が
と
ら
れ
た
た
め
、
地
域
金
融
機
関
で
破
綻
処
理
さ
れ
た
の
は
足
利
銀
行
だ
け
で
あ
っ
た
。

融
資
先
企
業
の
生
産
性
の
高
低
を
問
う
こ
と
な
く
、
中
小
企
業
向
け
貸
し
出
し
を
増
や
す
よ
う
政
府
が
迫
る
こ
と
や
、
収
益
性
の
低

（
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い
地
域
金
融
機
関
に
甘
め
の
対
応
を
と
る
こ
と
は
、
構
造
改
革
の
趣
旨
に
反
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
柳
沢
は
、

そ
の
大
半
が
中
小
企
業
で
あ
る
破
綻
先
、
破
綻
懸
念
先
債
権
の
最
終
処
理
（
直
接
償
却
）
を
政
策
方
針
と
し
て
掲
げ
た
り
、
与
党
の
反

対
に
も
か
か
わ
ら
ず
ペ
イ
オ
フ
凍
結
解
除
に
固
執
し
た
り
、
地
域
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
を
進
め
た
り
す
る
な
ど
、
中
小
企
業
金
融
に

関
し
て
は
、
竹
中
よ
り
も
構
造
改
革
の
趣
旨
に
沿
っ
た
政
策
を
実
施
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

竹
中
が
中
小
企
業
や
地
域
金
融
機
関
に
対
し
て
甘
い
態
度
を
と
っ
た
の
は
、
需
要
の
収
縮
を
防
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
与
党
の
政
治
家
を
懐
柔
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
不
良
債
権
処
理
の
加
速
化
に
反
対
し
て
い
た
与
党
の
政
治
家
は
、
中
小
企
業

の
資
金
繰
り
を
懸
念
し
て
い
た
。
そ
こ
で
地
域
金
融
機
関
に
つ
い
て
は
不
良
債
権
処
理
の
数
値
目
標
は
課
さ
ず
、
か
つ
公
的
資
金
注
入

行
に
は
中
小
企
業
向
け
貸
し
出
し
を
増
や
す
よ
う
強
制
す
る
と
い
う
、
中
小
企
業
に
「
甘
い
」
政
策
対
応
を
と
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。

第
四
章

結
論
と
含
意

こ
こ
ま
で
本
稿
は
、
小
泉
政
権
は
供
給
面
の
強
化
を
図
る
構
造
改
革
を
実
施
す
る
一
方
で
、
需
要
面
に
も
配
慮
し
た
経
済
政
策
を

と
っ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
当
初
想
定
さ
れ
て
い
た
の
と
は
異
な
る
経
路
で
景
気
が
回
復
に
向
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

小
泉
政
権
は
、
財
政
構
造
改
革
に
よ
り
公
共
事
業
費
を
大
幅
に
削
減
し
て
、
土
木
建
設
業
偏
重
の
産
業
構
造
の
変
革
に
踏
み
込
ん
だ
。

け
れ
ど
も
、
景
気
が
悪
化
す
る
と
、
財
政
出
動
に
よ
る
需
要
管
理
を
実
行
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
、

海
外
需
要
の
増
大
に
よ
り
景
気
が
回
復
し
た
た
め
、
財
政
出
動
の
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ダ
イ
エ
ー
処
理
の
先
送

り
な
ど
、
構
造
改
革
と
矛
盾
す
る
政
策
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
も
の
の
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
以
降
、
不
良
債
権
の
抜
本
処
理
を

進
め
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
化
が
実
現
さ
れ
た
。
た
だ
、
転
機
と
な
っ
た
、
り
そ
な
へ
の
公
的
資
金
注
入
に
際
し
て
は
、
株
主
責
任
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が
追
及
さ
れ
ず
、
こ
の
た
め
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
に
よ
り
株
価
が
上
昇
し
、
金
融
シ
ス
テ
ム
不
安
の
解
消
に
寄
与
し
た
。
さ
ら
に
不
良
債

権
処
理
加
速
策
の
実
施
に
際
し
て
は
、
中
小
企
業
や
地
域
経
済
に
対
し
て
一
定
の
配
慮
が
な
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
需
要
面
の
景
気
対
策
に
は
効
果
が
な
か
っ
た
と
し
て
供
給
面
の
改
革
を
掲
げ
て
登
場
し
た
小
泉
政
権
に
お
い
て
も
、

需
要
面
に
一
定
程
度
配
慮
し
た
政
策
が
と
ら
れ
た
。
こ
れ
は
小
泉
が
、
景
気
の
悪
化
に
直
面
し
て
政
策
方
針
を
転
換
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
り
、
構
造
改
革
路
線
に
反
対
す
る
抵
抗
勢
力
と
の
妥
協
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り
し
た
た
め
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
供
給
面
の
改
革
を
主
張
し
て
い
た
竹
中
が
、
需
要
面
に
も
配
慮
す
る
両
睨
み
の
姿
勢
を
と
っ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
竹
中
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
不
況
の
原
因
は
供
給
面
に
あ
り
、
日
本
経
済
の
生
産
性
を
高
め
る
構
造
改
革
が
必
要
だ

と
主
張
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
財
政
政
策
で
は
財
政
再
建
路
線
を
支
持
し
つ
つ
も
、
不
況
時
に
は
財
政
出
動
で
景
気
を
下

支
え
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
不
良
債
権
処
理
を
加
速
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
中
小
企
業
や
地
域
経
済
に
対
し
て
は
、
一
定
の
配
慮
を

怠
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
金
融
政
策
に
関
し
て
は
、
デ
フ
レ
は
貨
幣
現
象
で
あ
る
と
し
て
日
本
銀
行
に
イ
ン
フ
レ
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
導
入

を
迫
る
な
ど
、
需
要
面
を
重
視
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
主
張
も
行
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
竹
中
に
つ
い
て
は
、
そ
の
政
策
提
言
に
一
貫
性
が
な
い
と
し
て
、
経
済
学
者
と
し
て
の
評
価
に
疑
問
符
が
つ
け
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
一
貫
し
た
構
造
改
革
論
者
で
あ
れ
ば
、
不
良
債
権
処
理
を
急
速
に
進
め
る
よ
う
主
張
す
る
一
方
で
、
財
政
出
動
や
金
融
緩

和
は
否
定
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
景
気
重
視
論
者
で
あ
れ
ば
、
金
融
緩
和
政
策
（
も
し
く
は
財
政
出
動
）
に
よ
り
景
気
を
ま
ず
回
復
さ
せ

る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
、
不
良
債
権
処
理
は
先
送
り
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
竹
中
は
、
一
貫
し
た
論
理
に
よ
っ
て
政
策
を
構
想

し
、
そ
れ
を
現
実
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
時
々
の
経
済
状
況
に
応
じ
て
必
要
な
手
段
を
総
動
員
す
る
と
い

う
柔
軟
な
（
融
通
無
碍
な
）
対
応
を
と
っ
た
。
こ
の
柔
軟
な
姿
勢
が
、
結
果
的
に
成
功
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
社
会
科
学
者
の
政
策
提
言
が
は
ら
む
問
題
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
本
稿
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の
結
び
と
し
て
お
く
。

社
会
科
学
者
は
通
常
、
単
一
、
も
し
く
は
で
き
る
だ
け
少
な
い
要
因
か
ら
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
と
い
う
教
育
を
受
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
実
に
は
あ
る
結
果
を
生
み
出
す
要
因
は
無
数
に
あ
っ
て
、
単
一
の
要
因
か
ら
多
く
の

結
果
を
説
明
す
る
こ
と
は
過
度
の
単
純
化
で
あ
る
こ
と
を
社
会
科
学
者
た
ち
は
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
無
数
の

要
因
を
列
挙
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
社
会
科
学
者
は
現
実
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
、

あ
え
て
過
度
の
単
純
化
を
行
っ
て
い
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
複
雑
な
現
実
を
簡
明
に
理
解
す
る
た
め
に
、
無
数
の
要
因
の
う
ち
、
特
に

重
要
な
も
の
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
現
実
の
世
界
を
解
釈
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
た
め
社
会
科
学
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
は
、
時
に
、
複
雑
な
現
実
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
よ
り
も
、
分
析
モ
デ
ル
の
論
理

一
貫
性
の
方
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
れ
は
社
会
科
学
者
の
間
で
、
分
析
に
際
し
て
は
、
現
実
を
す
べ
て
説
明
し
尽
く
す
こ
と
は
不
可
能
だ

と
自
覚
さ
れ
て
い
る
た
め
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
分
析
か
ら
一
歩
進
ん
で
政
策
提
言
を
行
う
段
に
な
る
と
、
こ
の
こ
と
は
往
々
に
し
て

忘
れ
去
ら
れ
る
。
単
一
の
要
因
に
焦
点
を
絞
り
、
多
く
の
限
定
条
件
を
付
し
た
上
で
展
開
さ
れ
る
分
析
モ
デ
ル
か
ら
導
か
れ
た
政
策
を
、

そ
の
ま
ま
現
実
に
適
用
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
そ
う
し
た
政
策
が
実
行
さ
れ
な
い
場
合
、
政
策
担
当
者
の
社
会
科
学
に
つ
い
て
の
知
識

や
能
力
が
足
り
な
い
と
批
判
す
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
現
実
に
は
、
政
策
が
特
定
の
結
果
へ
と
帰
結
す
る
際
に
は
、
社
会
科
学
者
が
注
目
す
る
単
一
も
し
く
は
少
数
の
要
因

以
外
の
様
々
な
要
因
が
、
予
期
せ
ぬ
形
で
影
響
を
与
え
る
。
そ
の
た
め
、
社
会
科
学
者
の
政
策
提
言
に
沿
っ
た
政
策
が
実
施
さ
れ
て
も
、

現
実
に
は
予
想
通
り
の
成
果
を
上
げ
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
し
、
社
会
科
学
者
の
政
策
提
言
に
反
し
た
政
策
が
実
施
さ
れ
て
も
、
予
想

外
に
好
ま
し
い
結
果
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
社
会
科
学
者
が
過
去
の
出
来
事
を
鮮
や
か
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
将
来
を
あ
ま
り
正
確
に
予
言
で
き
な
い
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
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今
次
の
長
期
不
況
に
対
し
て
経
済
学
者
・
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
経
済
政
策
提
言
は
、
主
と
し
て
単
一
の
要
因
に
よ
っ

て
日
本
経
済
が
不
況
に
陥
っ
て
い
る
と
解
釈
し
、
そ
の
単
一
の
問
題
を
解
決
す
る
よ
う
な
政
策
を
実
施
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
っ
た
。
小
泉
首
相
も
、
当
初
は
構
造
改
革
一
本
槍
で
景
気
回
復
が
可
能
だ
と
考
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
、
個
々
の

政
策
提
言
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
供
給
面
に
の
み
、
も
し
く
は
需
要
面
に
の
み
着
目
し
た
政
策
で
は
な
く
、
供
給
面
に
も
需
要
面
に
も
配

慮
し
た
政
策
が
「
総
動
員
」
さ
れ
、
景
気
の
回
復
に
寄
与
し
た
。
こ
れ
は
社
会
科
学
者
が
単
一
の
要
因
で
す
べ
て
を
説
明
し
よ
う
と
す

る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
、
現
実
は
よ
り
複
雑
で
あ
る
と
い
う
当
た
り
前
の
事
実
を
示
し
て
い
る
。
社
会
科
学
的
に
は
正
し
い
と
考
え

ら
れ
て
い
る
理
論
か
ら
導
か
れ
た
政
策
提
言
を
現
実
に
適
用
し
て
も
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
予
想
通
り
の
効
果
を
上
げ
な
か
っ
た
り
、
予

期
せ
ぬ
結
果
を
生
み
出
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
社
会
科
学
者
が
政
策
提
言
を
行
お
う
と
す
る
場

合
、
そ
う
し
た
限
界
に
自
覚
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）

二
〇
〇
二
年
一
〇
月
三
〇
日
の
党
首
討
論
で
の
発
言
。『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
三
一
日
付
朝
刊
。

（
２
）

国
立
国
会
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
（http://kokkai.ndl.go.jp/

）
を
参
照
。

（
３
）

こ
う
し
た
考
え
方
お
よ
び
、
そ
れ
へ
の
批
判
と
し
て
は
、
小
野
善
康
『
不
況
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

─
ケ
イ
ン
ズ
『
一
般
理
論
』
か
ら
新
た
な

『
不
況
動
学
』
へ
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
七
年
、
を
参
照
。

（
４
）

供
給
要
因
を
重
視
す
る
見
解
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
は
、
新
保
生
二
『
日
本
経
済

失
敗
の
本
質

─
最
新
理
論
と
実
証
デ
ー
タ
に
よ

る
解
明
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
二
〇
〇
一
年
、
三
一
─
五
〇
頁
。

（
５
）

Fum
io
H
ayashi

and
E
dw
ard

C
.
Prescott

(2002),
“T
he
1990s

in
Japan:

A
Lost

D
ecade,”

R
eview

of
E
conom

ic

D
ynam

ics,
V
ol.5,

N
o.
1
(January),

pp.206-235.

（
６
）

リ
チ
ャ
ー
ド
・
カ
ッ
ツ
（
鈴
木
昭
彦
訳
）『
腐
り
ゆ
く
日
本
と
い
う
シ
ス
テ
ム
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
九
年
。

（
７
）

宮
川
努
・
櫻
川
幸
恵
・
滝
澤
美
帆
「
日
本
に
お
け
る
生
産
性
と
景
気
循
環

─
産
業
デ
ー
タ
に
よ
る
分
析
」
林
文
男
編
『
経
済
停
滞
の
原
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因
と
制
度
（
経
済
制
度
の
実
証
分
析
と
設
計

第
一
巻
）』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
三
七
─
六
九
頁
。

（
８
）

権
赫
旭
・
深
尾
京
司
「
失
わ
れ
た

年
に
Ｔ
Ｆ
Ｐ
上
昇
は
な
ぜ
停
滞
し
た
か

─
製
造
業
企
業
デ
ー
タ
に
よ
る
実
証
分
析
」
林
編
、
前
掲

１０

書
、
七
一
─
一
一
二
頁
。

（
９
）

こ
の
説
は
、
資
金
供
給
と
い
う
供
給
面
を
重
視
し
た
見
解
と
と
れ
る
一
方
、
設
備
投
資
の
低
迷
に
よ
る
需
要
不
足
が
不
況
の
原
因
だ
と
い

う
意
味
で
、
需
要
面
を
重
視
し
た
見
解
と
も
言
え
る
。

（

）

竹
中
平
蔵
『
構
造
改
革
の
真
実

竹
中
平
蔵
大
臣
日
誌
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
七
─
二
九
頁
。

１０
（

）

内
山
融
『
小
泉
政
権

─
「
パ
ト
ス
の
首
相
」
は
何
を
変
え
た
の
か
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
七
年
、
二
五
頁
。

１１
（

）

国
債
発
行
残
高
は
三
六
七
兆
六
〇
〇
〇
億
円
（
二
〇
〇
〇
年
度
末
）
か
ら
五
二
六
兆
九
〇
〇
〇
億
円
（
〇
五
年
度
末
）
に
増
大
し
て
い
る
。

１２な
お
、
こ
れ
に
加
え
て
、
〇
一
年
度
か
ら
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
財
政
投
融
資
金
特
別
会
計
国
債
（
財
投
債
）
の
発
行
残
高
は
、
〇
五
年
度

末
に
は
一
三
九
兆
四
〇
〇
〇
億
円
に
な
っ
て
い
る
。
財
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.m
of.go.jp/

）
を
参
照
。

（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
八
月
三
一
日
付
朝
刊
、
同
九
月
七
日
付
夕
刊
。

１３
（

）

竹
中
、
前
掲
『
構
造
改
革
の
真
実
』、
二
六
六
─
二
六
七
頁
。

１４
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
八
月
三
一
日
付
朝
刊
。

１５
（

）
『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
二
月
二
八
日
付
朝
刊
。

１６
（

）

竹
中
、
前
掲
『
構
造
改
革
の
真
実
』、
二
六
七
頁
。

１７
（

）

竹
中
、
前
掲
『
構
造
改
革
の
真
実
』、
二
六
九
─
二
七
〇
頁
。

１８
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
二
〇
日
付
朝
刊
。

１９
（

）
『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
二
四
日
付
朝
刊
。

２０
（

）
『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
二
五
日
付
朝
刊
。

２１
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
一
八
日
付
朝
刊
。

２２
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
一
七
日
付
朝
刊
。

２３
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
二
〇
日
付
朝
刊
。

２４
（

）
『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
一
月
一
四
日
付
朝
刊
。

２５

経済政策提言と小泉政権期の経済政策
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（

）
『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
二
月
二
八
日
付
朝
刊
。

２６
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
一
月
二
二
日
付
朝
刊
。

２７
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
二
月
一
四
日
付
朝
刊
、『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
二
月
二
五
日
付
朝
刊
。

２８
（

）
『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
五
日
付
朝
刊
、
同
八
日
付
朝
刊
。

２９
（

）
『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
五
日
付
朝
刊
、
同
八
日
付
朝
刊
。

３０
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
一
九
日
付
朝
刊
。

３１
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
九
日
付
朝
刊
、
同
一
九
日
付
朝
刊
。

３２
（

）
『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
一
一
月
五
日
付
朝
刊
。

３３
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
一
一
月
二
二
日
付
朝
刊
。

３４
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
一
一
月
二
二
日
付
朝
刊
。

３５
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
一
一
月
二
二
日
付
朝
刊
。

３６
（

）
『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
一
一
月
二
五
日
付
朝
刊
。

３７
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
一
一
月
二
二
日
付
朝
刊
。

３８
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
三
年
一
月
三
〇
日
付
朝
刊
。

３９
（

）

小
峰
隆
夫
『
日
本
経
済
の
新
局
面
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
一
八
─
一
二
〇
頁
。

４０
（

）

貞
廣
彰
『
戦
後
日
本
の
マ
ク
ロ
経
済
分
析
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
六
─
二
七
頁
。

４１
（

）
『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
一
月
一
五
日
付
朝
刊
。

４２
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
二
月
七
日
付
朝
刊
。

４３
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
一
月
一
九
日
付
朝
刊
。

４４
（

）
『
読
売
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
一
月
一
九
日
付
朝
刊
、
同
二
〇
日
付
朝
刊
、
同
二
五
日
付
朝
刊
。

４５
（

）

計
画
上
の
資
本
調
達
規
模
は
約
三
五
〇
〇
億
円
だ
っ
た
。
し
か
し
、
株
価
の
急
落
の
た
め
、
最
終
的
に
約
二
七
〇
〇
億
円
に
と
ど
ま
っ
た
。

４６山
口
敦
雄
『
り
そ
な
の
会
計
士
は
な
ぜ
死
ん
だ
の
か
』
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
六
一
頁
。

（

）

山
口
、
前
掲
書
、
一
六
一
頁
。

４７
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（

）

日
本
経
済
新
聞
社
編
『
Ｕ
Ｆ
Ｊ
三
菱
東
京
統
合

─
ス
ー
パ
ー
メ
ガ
バ
ン
ク
誕
生
の
舞
台
裏
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
七

４８五
頁
。
山
口
、
前
掲
書
、
一
六
一
頁
、
も
参
照
。

（

）

山
口
、
前
掲
書
、
一
六
一
─
一
六
二
頁
。

４９
（

）

日
本
経
済
新
聞
社
編
、
前
掲
書
、
一
七
三
頁
。

５０
（

）

小
野
展
克
『
竹
中
平
蔵
の
戦
争

─
金
融
再
生
に
挑
ん
だ
７
３
０
日
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年
、
一
一
六
─
一
一
八
頁
。

５１
（

）

山
口
、
前
掲
書
、
一
六
二
頁
。

５２
（

）

日
本
経
済
新
聞
社
編
、
前
掲
書
、
一
七
四
─
一
七
五
頁
。

５３
（

）

小
野
、
前
掲
書
、
一
一
八
頁
。

５４
（

）

日
本
経
済
新
聞
社
編
、
前
掲
書
、
一
七
四
頁
。

５５
（

）

一
九
九
八
年
の
時
点
で
竹
中
は
、
日
本
の
銀
行
部
門
を
全
体
と
し
て
見
た
場
合
、
実
質
的
に
債
務
超
過
の
状
況
に
あ
り
、
五
〇
兆
円
の
公

５６的
資
金
投
入
が
必
要
で
、
存
続
可
能
な
銀
行
に
は
強
制
的
に
資
本
注
入
を
行
う
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
た
。
竹
中
平
蔵
『
経
世
済
民

─
「
経

済
戦
略
会
議
」
の
一
八
〇
日
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
九
九
年
、
五
四
頁
。
ま
た
木
村
剛
は
、「
金
融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
内
容
を
解
説
し

た
著
書
の
中
で
、「
国
有
化
に
な
る
銀
行
が
一
行
も
な
く
て
も
、
各
主
要
行
が
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
人
た
ち
か
ら
、『
確
か
に
こ
れ
な
ら
納
得
で
き
る
』

と
い
う
経
営
計
画
を
自
ら
打
ち
出
し
て
果
断
な
実
行
に
移
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
わ
け
で
す
。『
本
当
に
で
き
れ
ば
』
と
い
う

と
こ
ろ
は
、
留
保
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
そ
う
い
う
観
点
か
ら
言
う
と
、『
特
別
支
援
』
と
い
う
新
し

い
枠
組
み
を
使
っ
て
、
公
的
資
金
を
活
用
し
な
が
ら
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
人
た
ち
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
銀
行
経
営
者
が
い
て
も
い
い
わ
け
で
す

ね
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、「
そ
れ
は
全
然
か
ま
い
ま
せ
ん
。
第
三
者
に
対
し
て
不
必
要
な
ほ
ど
高
い
コ
ス
ト
を
支
払
っ
て
、
後
輩
た
ち
に

大
き
な
ツ
ケ
を
残
す
よ
う
な
経
営
計
画
を
実
行
に
移
す
く
ら
い
な
ら
、
竹
中
大
臣
と
腹
を
割
っ
て
話
を
し
て
、
公
的
資
金
の
調
達
を
前
向
き
に

考
え
た
方
が
い
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
経
営
刷
新
以
外
の
条
件
交
渉
は
い
か
よ
う
に
で
も
な
る
。
そ
の
辺
り
は
、
竹
中
大
臣
も
広
い
心
で
待
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
応
え
て
い
る
。
木
村
剛
『
竹
中
プ
ラ
ン
の
す
べ
て

─
金
融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
真
実
』
ア
ス
キ
ー
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
二
頁
。
こ
の
よ
う
に
木
村
は
、
三
井
住
友
の
よ
う
に
外
資
系
金
融
機
関
か
ら
高
利
で
資
本
の
増

強
を
図
る
こ
と
に
も
批
判
的
で
、
公
的
資
金
の
注
入
を
受
け
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
三
年
四
月
二
六
日
付
朝
刊
。

５７
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（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
三
年
二
月
一
五
日
付
朝
刊
、
同
一
八
日
付
朝
刊
、
同
二
〇
日
付
朝
刊
。
竹
中
に
よ
る
と
、
こ
の
記
者
会
見
は
国
会
の

５８廊
下
で
立
っ
た
ま
ま
（
い
わ
ゆ
る
「
ぶ
ら
下
が
り
」）、
し
か
も
数
十
秒
で
行
う
と
い
う
状
況
だ
っ
た
た
め
、
つ
い
不
用
意
な
表
現
を
し
て
し

ま
っ
た
と
い
う
。
竹
中
、
前
掲
『
構
造
改
革
の
真
実
』、
九
七
─
九
八
頁
。

（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
三
年
五
月
七
日
付
朝
刊
、
同
九
日
付
朝
刊
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
（
平
成
一
五
年
第
一
〇
回
）
議
事
録
（
経
済
財
政

５９諮
問
会
議
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.keizai-shim

on.go.jp/index.htm
l

）
を
参
照
）。

（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
三
年
五
月
一
二
日
付
朝
刊
。
な
お
竹
中
は
、
二
〇
〇
二
年
九
月
に
与
党
三
党
が
、
デ
フ
レ
対
策
と
し
て
年
金
資
金
や

６０郵
貯
、
さ
ら
に
日
本
銀
行
に
よ
る
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
購
入
を
政
府
に
申
し
入
れ
た
際
に
は
、「
公
的
資
金
を
株
価
維
持
策
（
Ｐ
Ｋ
Ｏ
）
に
使
う
の
は
反
対

と
い
う
の
が
内
閣
の
基
本
的
立
場
」
と
反
論
し
て
い
た
。『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
九
月
一
〇
日
付
朝
刊
。

（

）

後
に
竹
中
は
、「
公
認
会
計
士
協
会
に
要
請
し
、
全
国
の
公
認
会
計
士
に
レ
タ
ー
を
出
し
て
も
ら
う
こ
と
も
し
ま
し
た
」
と
語
っ
て
い
る
。

６１竹
中
平
蔵
『
竹
中
平
蔵
、
中
国
で
日
本
経
済
を
語
る

─
北
京
大
学
特
別
講
義
よ
り
』
大
和
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
七
一
─
七
二
頁
。
ま
た
、

実
務
家
か
ら
、「
こ
う
い
う
通
達
を
一
本
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
認
会
計
士
の
ビ
ヘ
イ
ビ
ア
が
変
わ
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し

た
」
と
も
語
っ
て
い
る
。
加
藤
寛
・
竹
中
平
蔵
『
改
革
の
哲
学
と
戦
略

─
構
造
改
革
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
〇
八

年
、
五
二
頁
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
会
長
通
牒
は
竹
中
が
出
さ
せ
た
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（

）

小
野
、
前
掲
書
、
八
五
頁
、
山
口
、
前
掲
書
、
一
六
六
─
一
六
七
頁
。

６２
（

）

山
口
、
前
掲
書
、
一
七
一
頁
。

６３
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
三
年
七
月
九
日
付
朝
刊
。

６４
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
三
年
九
月
一
九
日
付
朝
刊
。

６５
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
一
日
付
朝
刊
。

６６
（

）
『
日
経
金
融
新
聞
』
二
〇
〇
三
年
一
二
月
一
日
付
朝
刊
。

６７
（

）

も
ち
ろ
ん
、
不
良
債
権
処
理
の
進
展
に
よ
り
金
融
シ
ス
テ
ム
が
安
定
化
し
た
こ
と
が
、
景
気
回
復
を
支
え
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
実
体

６８経
済
の
悪
化
が
金
融
機
関
の
不
良
債
権
を
増
や
し
、
金
融
機
関
の
経
営
悪
化
と
金
融
シ
ス
テ
ム
不
安
を
深
刻
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
景

気
の
悪
化
と
株
価
の
下
落
を
引
き
起
こ
し
、
金
融
機
関
の
経
営
を
い
っ
そ
う
悪
化
さ
せ
る
と
い
う
悪
循
環
に
か
わ
り
、
金
融
機
関
の
不
良
債
権

処
理
と
景
気
回
復
に
よ
り
不
良
債
権
が
減
り
、
こ
れ
に
株
価
上
昇
が
加
わ
る
こ
と
で
、
金
融
機
関
の
経
営
が
改
善
し
金
融
シ
ス
テ
ム
不
安
が
解
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消
さ
れ
、
さ
ら
な
る
景
気
の
拡
大
と
株
価
の
上
昇
に
つ
な
が
る
と
い
う
好
循
環
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

（

）
『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
一
一
月
五
日
付
朝
刊
。

６９
（

）

詳
し
く
は
、
上
川
龍
之
進
「
金
融
危
機
時
に
お
け
る
中
小
企
業
金
融
へ
の
政
策
対
応
」
大
阪
大
学

中
小
企
業
に
関
す
る
研
究
会
『
中
小

７０企
業
再
生
の
た
め
の
法
的
戦
略

平
成

～

年
度
研
究
報
告
書
・
別
冊
』
二
〇
〇
八
年
、
を
参
照
。

１７

１９

（

）
『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
一
一
月
五
日
付
朝
刊
。

７１
（

）
『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
四
月
五
日
付
朝
刊
、
同
八
月
一
日
付
朝
刊
、
同
二
二
日
付
朝
刊
。

７２
（

）
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
一
二
月
二
五
日
付
朝
刊
。
金
融
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
金
融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（http://w

w
w
.fsa.go.jp/

７３new
s/new

sj/14/ginkou/f-20021031-1.pdf

）
も
参
照
。

（

）
『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
一
二
月
二
六
日
付
朝
刊
。
な
お
、
他
の
公
的
資
金
注
入
行
も
、
み
ず
ほ
ほ
ど
の
大
幅
減
で
は
な
か
っ
た
も

７４の
の
、
軒
並
み
中
小
企
業
向
け
融
資
額
を
減
少
さ
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
業
務
改
善
命
令
が
発
動
さ
れ
た
の
は
み
ず
ほ
だ
け
で
あ
っ
た
た
め
、

金
融
庁
が
み
ず
ほ
を
国
有
化
の
標
的
と
し
て
い
る
と
の
見
方
が
広
が
っ
た
。

（

）
『
日
経
金
融
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
三
月
一
四
日
付
、
同
一
八
日
付
。
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
中
旬
以
降
、
毎
週
の
よ
う
に
破
綻
処
理
が
行
わ
れ

７５る
よ
う
に
な
り
、
金
融
庁
幹
部
が
、「
今
週
の
破
綻
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
一
月
一
五
日
付
朝
刊
、

『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
一
月
一
七
日
付
朝
刊
。

（

）

も
ち
ろ
ん
、
二
〇
〇
二
年
四
月
以
降
、
定
期
預
金
の
ペ
イ
オ
フ
凍
結
が
解
除
さ
れ
た
た
め
、
金
融
機
関
を
破
綻
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
く

７６な
っ
た
た
め
で
も
あ
る
。
大
森
泰
人
『
金
融
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る

─
ひ
と
つ
の
行
政
現
場
か
ら
』
社
団
法
人
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇

〇
七
年
、
九
一
─
九
三
頁
、
を
参
照
。

（

）

実
際
に
回
顧
録
で
竹
中
は
、「
金
融
市
場
の
安
定
の
た
め
に
は
、
何
と
い
っ
て
も
こ
れ
ら
主
要
行
の
不
良
債
権
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
不

７７可
欠
」
で
あ
り
、「
こ
れ
ら
大
手
の
機
関
は
、
財
務
体
力
や
人
材
か
ら
言
っ
て
も
、
問
題
解
決
す
る
潜
在
的
な
力
を
十
分
に
持
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
地
方
の
金
融
機
関
、
中
小
金
融
機
関
は
か
な
り
事
情
が
違
っ
て
い
る
」
と
し
な
が
ら
も
、「
中
小
機
関
を
当
面
の
対
象
か
ら
外
す
こ
と
で
、

無
用
の
政
治
的
反
発
を
避
け
る
こ
と
も
重
要
だ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
竹
中
、
前
掲
『
構
造
改
革
の
真
実
』、
七
〇
─
七
一
頁
。
な
お
、「
金

融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
作
成
に
大
き
く
関
わ
っ
た
木
村
剛
は
、
こ
れ
か
ら
銀
行
が
収
益
を
上
げ
る
に
は
、
社
債
や
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
ペ
ー
パ
ー

の
発
行
に
よ
り
低
利
で
資
金
が
調
達
で
き
る
大
企
業
で
は
な
く
、
個
人
お
よ
び
中
小
企
業
向
け
に
融
資
を
増
や
す
し
か
な
い
と
、
か
ね
て
よ
り
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主
張
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
中
小
企
業
融
資
を
増
や
す
こ
と
が
銀
行
の
収
益
改
善
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
た
。
木
村
、
前
掲
書
、
一
三
四
─

一
六
九
頁
。
け
れ
ど
も
、
収
益
改
善
策
は
、
銀
行
の
経
営
者
が
自
律
的
に
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
し
、
不
況
期
に
は
中
小
企
業
の
経
営
破
綻

が
増
え
る
た
め
、
中
小
企
業
へ
の
融
資
を
増
や
せ
ば
不
良
債
権
が
増
え
て
し
ま
う
と
い
う
銀
行
側
の
理
屈
に
も
説
得
力
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
竹

中
は
、
一
方
で
、
銀
行
の
自
己
資
本
に
対
す
る
業
務
純
益
の
水
準
（
Ｒ
Ｏ
Ｅ
）
ま
た
は
当
期
利
益
の
実
績
が
、
資
本
注
入
時
に
提
出
し
た
経
営
健

全
化
計
画
の
七
割
以
下
に
と
ど
ま
っ
た
場
合
（
す
な
わ
ち
、
三
割
以
上
、
下
回
っ
た
場
合
）、
業
務
改
善
命
令
の
発
動
な
ど
を
検
討
す
る
と
い
う

「
三
割
ル
ー
ル
」
を
厳
格
化
し
た
。
こ
の
結
果
、
中
小
企
業
向
け
貸
し
出
し
を
維
持
し
つ
つ
不
良
債
権
処
理
を
加
速
化
さ
せ
る
と
い
う
政
策
意
図

に
反
し
、
公
的
資
金
注
入
行
は
収
益
性
の
維
持
・
改
善
の
た
め
、
中
小
企
業
に
対
し
て
貸
出
金
利
の
引
き
上
げ
を
求
め
た
り
、
中
小
企
業
に
対

す
る
貸
し
渋
り
・
貸
し
は
が
し
を
進
め
た
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
三
割
ル
ー
ル
」
の
厳
格
化
が
主
要
行
の
「
貸
出
リ
ス
ト
ラ
」
を
促
し
た
と

す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
大
村
敬
一
、
水
上
慎
士
『
金
融
再
生

危
機
の
本
質

─
日
本
型
シ
ス
テ
ム
に
何
が
欠
け
て
い
る
の
か
』
日
本
経
済

新
聞
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
二
一
五
─
二
一
九
頁
、
を
参
照
。

（

）

な
お
、
同
様
の
こ
と
が
普
通
預
金
の
ペ
イ
オ
フ
凍
結
解
除
や
政
府
系
金
融
機
関
改
革
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
小
泉
は
、
金
融
シ
ス
テ

７８ム
不
安
が
深
刻
化
し
て
い
た
二
〇
〇
一
年
か
ら
〇
二
年
に
か
け
て
、
ペ
イ
オ
フ
凍
結
解
除
は
予
定
通
り
行
う
と
主
張
し
続
け
た
し
、
政
府
系
金

融
機
関
改
革
に
も
意
欲
を
見
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
と
も
に
延
期
さ
れ
、
金
融
シ
ス
テ
ム
不
安
が
解
消
さ
れ
て
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。

（

）

竹
中
平
蔵
『
あ
し
た
の
経
済
学

─
改
革
は
必
ず
日
本
を
再
生
さ
せ
る
』
幻
冬
舎
、
二
〇
〇
三
年
、
三
六
─
四
三
頁
。

７９
（

）

東
谷
暁
『
誰
が
日
本
経
済
を
救
え
る
の
か
』
日
本
実
業
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
東
谷
暁
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
は
信
用
で
き
る
か
』
文
藝
春

８０秋
、
二
〇
〇
三
年
。

（

）

も
っ
と
も
、
小
泉
政
権
に
お
け
る
景
気
回
復
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
外
需
に
依
存
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
小
泉
政
権
が
実
施
し
た
経

８１済
政
策
を
大
ま
か
に
見
る
と
、
労
働
規
制
の
緩
和
に
よ
る
労
働
コ
ス
ト
の
削
減
や
、
企
業
の
研
究
開
発
・
情
報
技
術
投
資
向
け
の
減
税
に
よ
り
、

企
業
の
国
際
競
争
力
を
強
化
す
る
一
方
で
、
同
じ
く
労
働
コ
ス
ト
（
す
な
わ
ち
賃
金
）
の
削
減
や
、
社
会
保
障
支
出
・
公
共
事
業
支
出
の
削
減
に

よ
り
、
内
需
を
抑
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
小
泉
政
権
の
経
済
政
策
は
、
日
本
経
済
の
輸
出
へ
の
依
存
度
を
高
め
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
景
気
が
悪
化
す
る
と
、
日
本
経
済
も
た
ち
ど
こ
ろ
に
停
滞

す
る
こ
と
に
な
る
。
小
泉
政
権
は
、
ア
メ
リ
カ
の
住
宅
バ
ブ
ル
が
拡
大
し
、
中
国
が
急
速
な
経
済
成
長
を
遂
げ
て
い
た
時
期
と
重
な
る
と
い
う
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幸
運
に
恵
ま
れ
て
い
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
構
造
改
革
を
求
め
る
論
者
の
多
く
は
、
建
設
業
な
ど
の
低
生
産
性
部
門

の
縮
小
に
加
え
、
従
来
の
重
厚
長
大
型
の
製
造
業
中
心
の
産
業
構
造
か
ら
、
Ｉ
Ｔ
産
業
や
金
融
業
を
中
心
と
し
た
産
業
構
造
へ
の
転
換
を
求
め

て
い
た
。
政
府
も
森
内
閣
で
の
「
Ｉ
Ｔ
革
命
」（
竹
中
が
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
深
く
関
与
し
た
）
以
来
、
Ｉ
Ｔ
産
業
の
振
興
に
尽
力
し
て
き
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
二
〇
〇
二
年
以
降
の
景
気
回
復
の
局
面
で
は
、
中
国
な
ど
へ
の
輸
出
を
増
や
し
た
鉄
鋼
業
や
造
船
重
機
な
ど
、
重
厚
長
大
産
業

の
復
活
が
顕
著
で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
、
一
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
放
置
さ
れ
て
き
た
不
良
債
権
問
題
に
果
敢
に
取
り
組
み
、
想
定
通
り
の
展
開
で
は
な
か
っ
た
に
し
て

も
、
こ
れ
を
解
決
し
た
こ
と
は
評
価
す
べ
き
業
績
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
で
は
、
景
気
回
復
の
主
因
と
し
て
海
外
需
要
の
増
大
を
強
調
し
て
い
る

が
、
不
良
債
権
の
抜
本
処
理
に
よ
り
金
融
シ
ス
テ
ム
不
安
が
解
消
さ
れ
た
こ
と
が
、
景
気
の
改
善
に
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

（

）

Ｇ
・
キ
ン
グ
、
Ｒ
・
Ｏ
・
コ
ヘ
イ
ン
、
Ｓ
・
ヴ
ァ
ー
バ
（
真
渕
勝
監
訳
）『
社
会
科
学
の
リ
サ
ー
チ
・
デ
ザ
イ
ン

─
定
性
的
研
究
に
お
け

８２る
科
学
的
推
論
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
三
五
─
三
八
頁
、
を
参
照
。
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